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「三田学会雑誌」104巻 1 号 （2011年 4 月）

近代ロシア農村社会におけるゼムストヴォ 
火災保険（1852〜1918年）

—— モスクワ県を中心として ——

崔 在 東

要 旨

ゼムストヴォの火災保険事業は，農民経営の保護を目的とする公益事業より収益性の追求とゼム 

ストヴォ一般事業のための資金確保に重点を置いていたが，2 0 世紀初頭の出火件数の爆発的な増加 

にもかかわらず，かなりの成功を収めていた。1 9 1 7年革命期には，納入がほとんど途絶えていたゼ 

ムストヴォ税とは違って，農民側からの保険料の納入は続き，ゼムストヴォ火災保険の準備金はゼ 

ムストヴォ一般事業の継続を支える財源となっていた。

キ一ワード

火事，ゼムストヴォ，火災保険，火災補償，保険員，準備金，ロシア革命

はじめに

ロシア農民に関係する税制は 1 8 6 1年の農奴解放から 1 9 1 7年まで数回にわたって変更されたが， 

ゼムストヴォ税， ミール税，保 険 料 （CTpaxoBbienjiaTe>KH) はこの期間一貫して農民に課されてい 

た。ゼムストヴォ税は地方自治団体ゼムストヴォの維持と活動のための税金であり， ミール税は同 

様に郷と村の維持と活動のための税金である。農民経営の安全を脅かす要素は，不 作 • 凶 作 • 飢饉， 

家畜および人の伝染病，水害，火事など多岐にわたっていたが，農奴解放によって地主の後見から 

解放された農奴に対する後見義務を国が負うことになったため，ロシア政府はこれらの問題に早い 

段階から取り組まざるを得なかった。その中でも火事への対策は早急に実施された。そして，農民 

がー貫して負担していた保険料は火災の危険から農民経営を守るために設立された火災保険制度の 

維持と運用のための資金であった。

ゼムストヴォは強制相互火災保険制度の発足時からその管轄組織であったが，他方で地方自治団 

体であったゼムストヴォはゼムストヴォ税に基づいて様々な公益事業を行っていた。ゼムストヴォ 

財政支出の中で大きな割合を占めていたのは，医 療 • 衛生事業と教育事業であり，その他に農民経

—— 6 3 ——



営に対する農業技術援助事業，道路•橋梁の建設と修繕などの地域社会インフラ整備関連事業など

に重点が置かれていた。 これらはいずれも収益を目的とする営利事業ではなく，公共性の高い公益 

事業である。一方，保険事業は社会のセーフテイ•ネット構築という公共性を有する社会事業であ 

ると同時に，営利を目的とする営利事業でもあるという二重性を有している。また，強制相互火災 

保険制度からの収入は，建前としてはゼムストヴォ税を主な収入源とする一般会計とは会計上厳密 

に区別されていたものの，2 0 世紀初頭にはゼムストヴォ財政上重要な位置を占めるという特殊性を 

有していた。
⑴

ところで，ゼムストヴォの活動については長年にわたる多くの研究蓄積があるが，本稿の研究対

一 ⑵
象である火災保険事業については，フリアーソンの研究があるだけで， これまでほとんど注目され

てこなかった。 しかし， フリア一ソンの研究は，①農奴解放直後のゼムストヴォ火災保険の設立か

ら 1 9 世紀後半までにその検討対象が眼定され，ゼムストヴォ火災保険において最も大きな変化が生

じていた 2 0 世紀初頭と 1 9 1 7年革命期を対象としていないこと，②ゼムストヴォ火災保険事業の一

部である強制基本保険のみに注目し，2 0 世紀初頭からとりわけ重要性を高めていた追加保険と，農

民外身分も対象とする建物任意保険と動産任意保険をその対象としていないこと，③ゼムストヴォ

火災保険事業の収支状況と準備金の実態，保険業務の実務的担当者である保険員と保険組織の実態

を分析対象としていないこと，などの眼界を有している。

本稿は，ゼムストヴォ火災保険事業の実態の究明を通じて， これまで研究史の中でほとんど注目

されてこなかったゼムストヴォ活動と農村社会の「日常性」の新たな一断面を明らかにすることを

課題とする。主たる検討対象は，農奴解放後の 1 9 世紀後半から 1 9 1 7年革命期までおよそ 6 0 年間の

モスクワ県ゼムストヴォとゼムストヴォ火災保険である。以下では，モスクワ県ゼムストヴォの火

災保険事業の実態と農民およびゼムストヴォの対応を，ゼムストヴォ火災保険制度の導入，保険対

象物の評価と保険金額，保険料，出火と火災補償，郷役場と保険組織（保険員），収支と準備金など

を通じて明らかにし，さらに 1 9 1 7年ロシア革命期におけるゼムストヴォ火災保険に対するゼムスト
⑶

ヴォや農民の対応を検討する。

(1 ) ゼムストヴォについての研究は数多くあるが，最近の総括的研究として，3eMCKoe caMoynpaBJieHHe 
b Pocchh. 1864-1918. T . 1 h  2. M., 2005 を挙げることができる。

)
Russia.  Seattle and London: University of W ashington Press, 2002.

( 3 ) 1 8 6 1 年農奴解放から1 9 1 7年ロシア革命までの間におけるロシア農村社会における詳細な出火状況 

と農民およびゼムストヴォの対応，またストルイピン農業改革と第一次世界大戦の出火状況との関係 

については，崔在東「2 0 世紀初頭ロシア農村社会における火事• 放火と火災保険：モスクワ県を中心 

として」『歴史と経済』，第 2 1 0号 （2 0 1 1年 1 月），1 5 -3 1 頁を参照されたい。
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1 農奴解放とゼムストヴォ強制火災保険制度の導入

帝政ロシアでは農奴解放以前から農村社会における火事への対策は体系的に行われていた。国有 

地の場合には国家，御料地の場合には皇室，領主地の場合には領主個人がそれぞれの農民に関する後 

見の義務を負っていた。国有地農民（1 8 5 1年第 9 回人口調査によれば全ロシア農民の4 4 .1 % ) が火災に 

あった場合，1 8 3 8年までは国有財産省大臣の許可を受け，1 戸当たり 4 5 ループリまで 1 2 年間の無 

利子貸付がなされ，1 8 3 8年 か ら 1 8 4 3年までは非森林地域の農民には 4 2 ループリ，森林地域の農民 

には 2 9 ループリの無償援助が国家予算から供与されたが，これらは国家財政に大きな負担となって

いた。 このため，早くも 1 8 4 3年には被災農戸に対する補償のために保険料として 1 登録ドウシヤー
⑷(pesecKaa W m a) 当たり 4 コペイ力を徴収する農民同士の自発的相互火災保険規定が制定された。
(5)

こ の 1 8 4 3年規定に基づいて，1 8 5 2年 6 月 7 日 付 国家評議会 （rocyflapcTBeraraft coBeT) の決定に 

よって 1 8 5 3年から全国的な任意的相互火災保険制度が導入された。 国有地農民における火災保険 

制度は順調な発展を示し，1 8 5 2年 か ら 1 8 5 8年までにほぼすベての農民が政府の呼びかけに従って
(7)

自発的に保険に加入した。 1 8 5 8年 1 2 月 9 日には国有地農民全員の加入を義務とする強制火災保険
(8) (9)

制度の導入が決定され， I 8 6 0年からすべての国有地農民に適用されることになった。

一方，御 料 地 農 民 （1 8 5 1年第 9 回人口調査によれば全農民人口の5 .1 % ) に関しては，1 8 3 9年に任意 

保険が実施され，1 8 5 4年から保険加入を個人ではなく村団が決定するよう変更された。その結果， 

1 8 5 7年の御料地農民の全村団が村の取り決めによって，全農戸が強制的に相互保険に加入させられ 

るべきであるとされた。村団が火災保険に加入するか否か自体は，村団の自発的な意思決定に任さ 

れていたにもかかわらず，1 8 5 8年には全村団のほぼ 9 割が火災保険に加入するという驚異的な値を 

示した。 これらを受け，1 8 5 8年 1 2 月 1 5 日に新しい強制保険規定が導入された。 こうして，農奴 

解放以前に国有地農民と御料地農民，すなわちロシア農民のおよそ 50 % はすでに農民同士の強制相

(4) P o cc r tcK rt rocyflaDCTBemfbift HCTopHHecKHi! apxHB (以下，P rH A ) . 1291. O n . 5 5 .1 8 5 9
r. 1 -a. JI. 96o6.-97.

( ）

( ）

( ）

( 8 ) 国有地農民相互火災保険規定（nonmKeHHe O B3aHMHOM 3aCTpaXOBaHHH CTpOeHHH B KaaeHHblX 
）は，

(9) 国有地農民における1 8 5 3年から I 8 6 0年までの保険事業の各県別状況は，CTpaxoBoefleno. 1911. 
M 1 1 . C. 331-336.

( ）

( ）

2 5 . なお，御料地農民相互火災保険規定（nojioi^eHHe o sacTpaxoBaHHH CTpoeHHH b yflejiBHOH 
）は，
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農奴である領主地農民（1 8 5 1年第 9 回人口調査によれば全農民人口の50.5 % )に関しては，上述の国

有地農民や御料地農民と違って，1 8 6 1年農奴解放までは領主の後見下に置かれ，火災発生の際に農

奴側は領主に建直しのために必要な建築資材などを要求する権利を有し，領主側は農奴側からの要

請に応じなければならない義務を負っていた。 こうして，火事が発生した場合，すべての建築材と
(12)

火事で焼失した農具は領主側から農奴に供与され，建築そのものは同村人によって行われた。 その
(13)

ため，農奴自身が災害復旧について個人的に心配することはなかった。 しかし，領主後見からの解 

放を公布した 1 8 6 1年 2 月勅令の直後は，農奴解放と同時に領主の後見義務は消滅することになり， 

旧領主地農民経営はもはや領主からも国家からも保護 • 後見を受けることができなくなった。すな 

わち，後見から解放された旧領主地農民は建物の所有者となり，改 築 • 修 繕 •管理は一切自己責任と 

なり，旧領主地農民が火災にあった場合，当該農民は生存さえ脅かされる極めて困難な状況に置か 

れることになった。そのため，農奴解放の直後から直ちに旧領主地農民の後見義務を誰が負うのか 

という問題が提起された。 このことを反映して農奴解放令の直後から，火災保険制度導入までの火 

災補償援助金の供与の要請と同時に，旧領主地農民の国有地•御料地農民火災保険への加入許可を
(14)

求める訴えが多くの県の農民から寄せられた。 また，そのような要請は農民からだけでなく，後見
(15)

義務からの解放を望んでいた貴族 • 地主代表からも，内務省に寄せられた。 さらに，モスクワ県，

オリョール県，ペルミ県，タムボフ県， コストロマ県，カザン県，ヴヤートカ県などの県ゼムスト
一 、 (16)

ヴ ォ 審 議 会 （ryGepHCKoe npHCVTCTBHe)から同様の要請が寄せられた。

農奴解放直後の 1 8 6 2年内務省の下に農民建物保険についての特別委員会が設置され，関連問題が
(17） (18）

詳細に検討された。 結局，1 8 6 4年にゼムストヴォ管轄の下に強制相互火災保険制度が導入され，そ 

の具体的な運用規則であるゼムストヴォ相互火災保険規定が1 8 6 4年 4 月 7 日に公布された。同規則 

は，強制火災保険制度の組織および適用単位を郡でも郷 • 村でもなく県とし，また県以上のレベル 

での保険事業の統括および中央集中化を行わず，保険事業の分権化を原則とし，強制火災保険制度

互火災保険制度へ加入していた。

(12) CTpaxoBoe flejio. 1 9 1 1 .難 1 . C . 19-20.
(13) CTpaxoBoe flejio. 1 9 1 4 .難 2. C. 58.
(14) P r ilA . O . 1291. o n .  5 5 .1 8 5 9  r. f t  1 -a. JI. 195-196; P r ilA . O . 1287. O H  3. f t  921. JI.

I - I 06.
(15) P r ilA . O. 383. o n . 15. f t  17983. ^acTB 3. JI. 2-2o6.; P r ilA . O . 1291. O H  55 .1859  r. 

f t  1—a. JI. 129, 138.
(16) CTpaxoBoe flejio. 1 9 1 1 .難 10. C. 300-301.
(17) CTpaxoBoe fle io . 1 9 1 7 .難 3-4 . C. 72-73. 1862 年 1 月 4 日，3 月 5 日，7 月 23 日に委員会で審

議された内容は，CTpaxoBoe fleno. 1 9 1 1 .難 10. C. 297-303.
(18) M a T e p H a j i w  n o  h c t o p h h  B 3 a H M H o r o  C T p a x o B a r a i H  b  P o c c h h .  Bbot.1 . T B e p B ,  1912. C.40-48.

審議の際には強制保険制でなく農民の自発性に基づく任意保険制の原則も検討されたものの，時期尚 

早であると判断された（CTpaxoBoe fle io . 1 9 1 1 .難 14. C. 432)。
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の運用および管理を県ゼムストヴォに一任し，県ゼムストヴォレベルの独立採算制を採用した。 さ 

らに，旧国有地農民，旧御料地農民，旧領主地農民を区別せず，県内のすべての農民をその対象とし
(19) (20)
た。 このようなゼムストヴォ相互火災保険規定に基づいて，1 8 6 6年から 1 8 7 5年にかけてヨーロッ

パ • ロシアのゼムストヴォ諸県にゼムストヴォ相互火災保険制度が導入された。本稿の中心検討対
(21)

象であるモスクワ県では 1 8 6 7年に導入された。

このように，1 8 6 1年以前からすでにロシア農民は火災に対する相互扶助原則に基づいた保険に積 

極的な対応を見せていたが，1 8 6 1年農奴解放以後の全農民を対象とする強制火災保険の導入も上か 

らの一方的改革というよりは下からの持続的かつ広範囲な要請によるものであった。次に見るよう 

に，ロシア農民は県ゼムストヴォ火災保険事業と保険制度変更に非常に敏感に対応しながら，取り 

組みのさらなる拡大を示した。

2 保険金額

ゼムストヴォ火災保険事業の根幹に関わる保険金額 （HOpMH CTpaXOBBIX CyMM) の設定について

は全国的な統一基準は存在せず，基準の設定は各県ゼムストヴォに一任されていた。 モスクワ県に

おいては，第 1 表に見られるように，1 8 6 7年から 1 9 1 7年の間に，1 8 6 9年，1 8 7 9年，1 8 9 3年，1902
年 と 4 回の保険金額の改定が行われた。 1 8 6 9年 と 1 8 7 9年 の 2 回の保険金額の引き上げは，保険金

額を建物の時価額にできるだけ近づけるために取られた措置であったが，その背景には，保険事業

の継続的黒字が存在していた。

1 8 9 3年の保険金額の引き下げの主な背景となったのは，1 8 9 1年飢饉の際に急増した出火件数とそ
(24)

れによるゼムストヴォ火災保険の収支状況の悪化であったが，第 2 表に見られるように，保険金額

)
)
)
CTaTHCTHnecKHx CBe êHMH no rySepHCKOMv h seMCKOMy BsaHMHOMy CTpaxoBaHHio. 1866-1895  
r. ^ a cT B 1 . C T B ., 1900. C. 2 .1 8 6 1 年 2 月農奴解放からゼムストヴォ火災保険制の発足までの間 

に発生した火災に関しては，ゼムストヴォ火災保険の準備金から後日まかなう条件で，臨時的措置と 

しての一時救済金が交付された（CTpaxoBoe雕搬 . 1 9 1 1 .難 14. C. 428)。
)
)
BsaHMHoe seMCKoe CTpaxoBaraie CTpoeradt o t  oraa. M . , 1892. C. 6 - / .

(24) 及OKiafl 雜 18 MocKOBCKoft ryGepHCKoft 3eMCKOH VHpaBBi (以下，M r3Y ) 1910 rofla. O
nocTaHOBKe CTpaxoBoro ^ejia, o HexoTopBix Mepax, npraaTBix ynpaBoit b nejiax yMeHbineHHH 
noMcapHOCTH, 06 HSMeHeraiHx b npaBHjiax CTpaxoBaraiH seMCKoit abhmchmocth , no BonpocaM 
oGasaeTjibHoro CTpaxoBaHHH, o pesyjibTaTax nepecTpaxoBOHHbix onepaiiHH h no xo âTaHCTBaM 
yes^Hbix seMCTB no CTpaxoBoit Hacra. C. 37-39.

—— 6 7 ——



第 1 表モスクワ県における強制基本保険金額の変更

(単位：ループリ）

変更年 1867 1869 1879 18931 19022
最小限 最大限

中庭つきコテージ（H36a C ABOpOM) 30 50 75 50 50 250
庭なしコテージ（H36a 6 e3只Bopa) 15 25 37 24

-小部度vropeuKH)，屋根暴小部里（CBeTejiKH)， 
やぐら、BMIIIKH)， 物 置 （K êTH) 7 10 15 10
納 屋 （aM6apa)，穀物倉（水hthhum) - 20 30 20 20 40
納 屋 （capa^r)，越冬小屋（OMmanHKa) 5 7 10 6 6 20
馬 屋 （KOHK)niHH) 10 15 22 14 -
脱榖場（KpynopyniKH)，沾 舖 （万aBKH)，その他 - - - 20 20 40

出典：1 . PyAHeB C .① . 0 6 3 o p  ABaAuaTmrstTHJieTHeH AeHTejiibHOCTH M o ck o b ck o ito  3eMCTBa. 1865—1890. B3anM H oe  
3eMCKoe CTpaxoBaHHe CTpoeHHH o t  orHH. M.，1892. C. 6—7.

2. XHoKJiafl M i づy  1902 ro,n,a JV?17. O b H3MeHeHHstx cT paxoB B ix HopM b o 6st3aTejiibHOM cTpaxoBaHHH. O . 23; 
XloKJiaA M I 3Y 1910 r o ^ a  JV?18. O nocTanoBK e CTpaxoBoro ^ejia, o HeKOToptix M epax, npHHHTBix yn p aB oft  
b uejiHX yMeHBmeHHH no»capHOCTH, 06 H3MeHeHHHX b npaBHJiax CTpaxoBaHHH 3eMCKoft a b h m o c th  , n o  
BonpocaM  o6H3aeTJiBHoro CTpaxoBaHHH, o  pe3yjit,T aTax nepecTpaxoBOHHBix onepau,HH h  n o  xoflaTaHCTBaM  
ye3AHBix 3eMCTB n o  CTpaxoBOH nacTH. C. 37—44.

の改定によって，この時期の 1 人当たりの保険金額はそれまでのおよそ 3 分 の 2 に減少した。 これ 

によって，後述するように，火災補償額の著しい減少と事業収支の継続的黒字を記録し，1 9 0 0年代 

初頭には強制基本保険だけで 1 0 0 万ルーブリを超える多額の準備金（保険料滞納金を含まない）が形 

成されることになった。

モスクワ県ゼムストヴォの火災保険事業にとって最も大きな変化は，1 9 0 1年 1 2 月 2 5 日法によっ 

てもたらされた。同法は，農民に関する粗税の中でも保険料の納入を最優先にすべきことを定めたも 

のであり，これにより保険金額をいくら引き上げても安定した保険料収入が保障されることになっ

た。 このため，モスクワ県ゼムストヴォは 1 9 0 2年ゼムストヴォ会議において保険金額の大幅上方改
(25)

定を決定した。 その背景には，強制基本保険の保険金額の引き上げについてのズヴエニゴロド郡ゼ 

ムストヴォ会議とポドリスク郡ゼムストヴォ会議からの訴えも存在していた。 第 2 表に見られるよ 

うに，上方改定によって 1 9 0 3年 の 1 人当たりの保険金額は以前のおよそ 2 倍となったが，その後も 

保険金額が改められることはなかったため，さらに 1 9 0 3年 の 1 1 4 ルーブリから 1 9 1 5年 の 1 4 3 ルー 

プリまで継続的に引き上げられていった。

(25) floKJiafl jf® 17 M r3Y  1902 rofla. Od H3MeneHHax cipaxoBbix nopM b o6a3aTejibHOM CTDaxo- 
BaHHH. C. 21-38.

(26) ^OKJiafl 難 19 M r3 Y  1900 rofla. IIo nopyneHHHM ry6epHCKoro seMCKoro co6paHHH, no xo- 
^aTaHCTBaM yes^HBix seMCTB no CTpaxoBoit nacra h  TeKyin,HM ^ejiaM. C. 2-11; floKjia^ 難 19 
M r3 Y  1901 ro^a. IIo nopyneHWHM ry6epHCKoro seMCKoro coGparaiH, no xo^aTaHCTBaM yes^HBix 
seMCTB no CTpaxoBoit n acra  h  no TeKyin,HM ^ejiaM. C. 6.
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次に，すべての農民を対象としていた強制基本保険の保険料は低く設定され，保険金額は保険価 

額 の 2〜3 割に留められていたが，保険金額が低いと判断する農民は保険価額の 7〜8 割となるよう 

に追加的に追加保険または建物任意保険に加入することができた。追加保険の 1 人当たりの平均保 

険金額の推移を見ると，第 2 表に示したように，1 8 8 6年から 1 8 9 4年まで 1 6 4 ルーブリから 1 7 3ルー 

プリの間を推移していたが，189 5 年 か ら 1 9 0 3年までは若干の上昇を示し，この時期に保険金額が 

引き下げられた強制基本保険の保険金額との合計額は，若干減少したものの，全体的には変更以前 

の水準を保っていた。また，この時期に追加保険加入者は以前に比べて 2 .5 倍に増加したが，その 

理由はまさに強制基本保険で削減された保険金額を追加保険によって補塡するためであった。

2 0 世紀初頭には，1 9 0 2年に強制基本保険の保険金額が引き上げられたこと，また建物任意保険
(27)

加入物件のうち保険価格が 1 ,5 0 0ループリ未満のものは追加保険に移転されたことのために，1904 
年 か ら 1 9 0 5年にかけて追加保険の保険金額は急激に 2 倍近く上昇し，さらにその後も 1 9 1 5年まで 

漸次的上昇を示した。すなわち，1886〜 1 9 0 2年 に 239〜2 7 4 ループリであった強制基本保険と追加 

保 険 の 1 人当たりの合計平均保険金額は，さらに 1 9 0 4年 か ら 1 9 1 5年にかけては 4 2 7 ループリから 

5 7 7 ループリへと急速かつ持続的に上昇した。また，1 9 0 4年以降の時期の強制基本保険と追加保険 

の 1 人当たり合計平均保険金額は，1 人当たり平均保険価額の 7〜8 割に達していた。 この時期の追

加保険加入者が強制基本保険加入者に占める割合は，1 8 9 4年 に 9.2 %，1 9 0 2年 に 22.1 %，1 9 0 5年
(28)

に 33.6 %，1 9 1 0年 に 44.0 %，1 9 1 5年 に 5 1 .1 %へと著しく増加した。

1 9 0 5年以降のストルィピン農業改革期に見られた持続的増加の背景には，ストルィピン農業改革 

によって農村社会にもたらされた変化への積極的な対応だけでなく，農民経営の最も大きな負担と 

なっていた償却金が 1 9 0 6年に半額に減額され，翌年の 1 9 0 7年から全面的に廃止されたことも存在し 

ていた。たとえば，ボゴロック郡イグナチェヴォ郷フセヴォロゴヴォ村の農民（7 3 ドゥシャー）は，

1 8 9 9年に償却金 4 1 4 ループリ 5 コペイ力，ゼムストヴォ税 3 6 ループリ 6 コペイ力，郷 •村 税 6 7 ルー
(29)

プリ 1 6 コペイ力，1 9 0 5年に償却金 3 6 6 ループリ 1 9 コペイ力，土地税 5 ループリ 6 7 コペイ力，ゼム
(30)

ストヴォ税 4 0 ループリ 7 8 コペイ力，郷 .村 税 5 8 ループリ 4 0 コペイ力の租税負担を負っていたが，

)
noMcapHOCTH h coKpameHHH noMcapHBix vSbitkob, a Taxace 06  HSMeHeHHax b npaBHjiax 即 - 
6pOBOJlBHOrO CTpaxoBaHHH CTpoeHHH H flBHMCHMOCTH. U. 2 . その主な理由となったのは，農民所

有建物の平均価額が地域によって1 ,2 0 0ループリまで上昇し，住居ではない建物を入れると，1,500 
ループリ以上になったからである（HoKJiafl 難 17 M r3 Y  1902 rofla. 0 6  HSMeneHHsix CTpaxoBBix

)。

) 年は

C. 9 6 -97，1902 年以降は各年の O th b t M r3 Y  no BsaHMHOMy CTpaxoBaHHio o t  ofhh CTpoeHHHH
の

) (以下 )
)
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1 9 0 6年 以 降 郷 • 村税の規模は 6 0 ループリ前半を推移し大きな変動はなかったが，1 9 0 6年に土地税

ィ A (31) し (32)
とゼムストヴォ税を合わせて 2 3 3 ルーブリ 5 0 コペイ力，1 9 0 8年 に 8 2 ルーブリ 4 6 コペイ力， 1911

(33)
年に償却金 0 ループリ，土地税 1 0 ルーブリ 7 9 コペイ力，ゼムストヴォ税 9 0 ルーブリ 2 1 コペイ力，

(34)
1 9 1 2年 と 1 9 1 3年には土地税とゼムストヴォ税を合わせて各々 9 4 ルーブリ 9 コペイカ，9 8 ルーブリ

(35)
4 7 コペイカへと， 償却金の減免以前の 1 8 9 9年 と 1 9 0 5年に比べて 3 倍弱も租税負担が減っていた。 

ボゴロツク郡イグナチェヴォ郷の他のアフアナソヴォ村， ソニノ村，イグナトヴォ村，ブィコヴォ 

村，ロヒヴアノヴォ村，ヴラソヴォ村においても全く同様のことが見られたが，モスクワ県全体に 

おいても同様のことを確認できた。1 8 9 9年 に 国 税 （償却金+ 土地税）2 1 8万 2 ,0 5 9ループリ，ゼムス
(36)

トヴォ税3 0 万 5 ,5 4 9ルーブリ，郷 • 村 税 8 0 万 3 ,0 6 2ルーブリ， 1 9 0 5年に各々 1 8 9万 3 ,4 0 0ループ 

リ，3 7 万 9 ,2 0 0 ループリ，7 6 万 3 ,0 0 0ループリであったが， 1 9 0 6年に各々 1 0 0万 2 ,4 0 0ループリ，
(37) .

4 0 万 1 ,3 0 0ループリ，7 1 万 2 ,1 0 0ループリ， 1 9 0 8年に各々 6 万 8 ,5 0 0ループリ，5 8 万 9 0 0 ループ
(38)

リ，7 2 万 6 0 0 ループリ， 1 9 1 1年 に 6 万 4 ,2 0 0 ループリ，6 4 万 3 ,3 0 0ループリ，7 2 万 3 ,7 0 0ループ
. (39) レ

リ，1 9 1 2年 に 6 万 6 ,0 0 0ループリ，6 9 万 7 ,5 0 0ループリ，7 5 万 8 ,9 0 0ルーブリへと， 1 8 9 9年 と 1905 
年に比べて 2 倍以上も減少していた。

ところで，実際の強制基本保険と追加保険の新規契約の締結と契約更新および再評価業務は，そ 

の大半が農民からなる郷役場によって行われていた。保険金額の上方改定は火災補償金の上昇を意 

味すると同時に，保険料負担の上昇をも意味していたため， これに対する郷役場の態度は一様では 

なかった。すなわち，出火件数と火災保障が少ない地域の郷役場にとっては，保険金額の引き上げ 

は保険料負担の増大のみを意味したのに対して，出火件数の多い地域では保険金額の引き上げは歓
(40)

迎された。 後者の場合には，郷役場の過大評価により，保険価額が保険対象物の時価額をはるかに

(31) UH AM . O. 705. O H  1 . f t  617.
(32) UH AM . O. 705. O H  1 . f t  661.
( )
( )
( )
( )

c6opoB sa  1895-1899 r.r. CTIB., 1902. C. 50-55.
( )

c6opoB sa  1904-1906 r.r. CTIB., 1910. C. 30-33.
( )

c6opoB sa  1907-1909 r.r. CTIB., 1912. C. 30-33.
( )

c6opoB sa  1910-1912 r.r. CTIB., 1915. C. 30-35.
( )

xo^aTaHCTBaM no noMcapHOCTpaxoBoit nacTH yes^HBix seMCTB ropo^CKHx o6in,ecTBeHHBix yn- 
paBjieHHH noMcapHBix o6in,ecTB. C. 4 -9 .
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上回る事態が頻繁に生じていたが，それは追加保険に加入した農民は火災の際に時価額をはるかに 

上回る保険金を受け取ることができたことを意味していた。 このため，とりわけ後者の場合には，
(41)

1 9 0 2年の保険価格引き上げが出火件数の増大の主な原因となった。

一方，一定以上の保険価額の農民所有建物だけでなく，都市 •城下町，農民外身分屋敷，ダーチャ 

(別荘）などの農民外身分所有の建物もゼムストヴォ火災保険の建物任意保険に加入することができ 

た。建物任意保険に対するモスクワ県ゼムストヴォの施策は 1 8 8 5年までは一定していなかったが， 

1 8 8 5年から保険金額を，次のように大幅に引き上げた。それまでは，都市部の建物について 1 万 

ルーブリ，農民外身分屋敷について 1 万 5 ,0 0 0ルーブリ，農民所有建物について 3 0 0 ルーブリ以上 

の保険金額を設定できなかったが，1 8 8 5年からは，前 2 者については 5 万ループリまで，農民所有 

建物については 3 ,0 0 0 ルーブリまで保険金額を引き上げると同時に，ダーチャに対する保険が新た 

に導入され，石造の場合には 1 万ループリと木造の場合には 5 ,0 0 0ループリを保険金額とした。 こ
(42)

のように，建物任意保険に関しては強制基本保険とは異なり，大幅な拡大措置が取られていた。 こ 

れによって，1 人当たり保険金額は保険加入者の増加と共に，1 8 8 0年代前半の 6 0 0 ルーブリ台から， 

1 ,5 0 0ルーブリ以下の農民所有建物の追加保険への移転が行われる 1 9 0 3年までに 2 倍 の 1 ,2 0 0ルー 

プリにまで上昇した。建物任意保険に関しては，1 8 8 5年基準は 1 9 1 7年まで維持されたが，1 9 0 4年 

か ら 1 ,5 0 0ループリ以下の農民所有建物が追加保険へ移転されたこと，またそれ以降の保険加入者の 

漸次的増加を背景として，1 人当たり保険金額は 1 9 0 5年か ら 1 9 1 6年まで 1 ,8 0 0ループリから 2,000 
ループリの間を推移した。モスクワ県ゼムストウ'ォは，強制基本保険や追加保険については保険金 

額と保険料算定基準の変更を繰り返したが，建物任意保険に関しては一貫した拡大•奨励政策を取っ 

ていた。その最大の理由は，建物任意保険では，保険料水準は高い反面，出火件数と火災補償が少 

なく，1 8 8 0年代 と 1 8 9 0年代のすべての年に黒字を記録し，1 9 0 0年度初頭にすでに 2 0 0万ループリ 

近くの巨額の準備金が形成されたからである。

( 4 1 ) 崔在東「2 0 世紀初頭ロシア農村社会における火事• 放火と火災保険：モスクワ県を中心として」『歴 

史と経済』，第 2 1 0号，16- 2 1 頁。

(42) 工場などの保険金額が極めて高い商工業施設の保険加入に関しては，出火率が非常に高く，放火の疑 

いの火事が頻発していたため，保険誘致に制限が設けられることになった（IIo>KapHoe flejio. 1915.
)。

(43) 建物任意保険加入者の内訳と加入者カテゴリー別の保険加入状況や事業内容は，OraeT M r3 Y  no 
B3aHMHOMV CTpaxOBaHHIO OT OrHH CTpoeHHHH H flBHMCHMOCTH sa  1884—1915 rOflbl. M . , 1884- 
1 9 1 7 .各年。
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3 保 険 料 （CTpaxoBbie m a T e in )

3 . 1 強制基本保険と滞納

保険料算定基準は，たとえば，木造壁•わら屋根の建物の場合は保険金額の 2.0 %，木 造 壁 •鉄  

材屋根の場合は 1.0 %，石 造 壁 •鉄材屋根の場合は 0.5 % などのように，基本的に火事発生の危険度 

および火災被害の危険度と密接な関係を有する壁や屋根の資材を基準として，保険金額に対する保 

険 料 の 割 合 （保険料率）を定めていた。また，強制基本保険の場合には，この基準は火災発生の地域 

的相違を考慮に入れず，全県一律に適用されていた。加 入 者 1 人当たりの平均保険料の水準は全体 

として，第 2 表に見られるように，保険金額のほぼ 1.5 % であり，設定された保険金額に従って上 

下していた。当然ながら，強制基本保険の保険料収入総額も保険金額の変更に従って変化した。

ところで，強制基本保険においては，保険料滞納者に対しても，また保険未加入者に対してさえ， 

火災発生の際の火災補償金が支払われることになっていた。そのため，強制基本保険では保険料の 

滞納が発生していた。後出の第 6 表に見られるように，累積滞納金は，1 8 9 3年の保険金額改定まで 

増加傾向にあった。 しかしながら，1 8 9 3年改定から 1 9 0 2年改定までは滞納金の増加はほぼ見られ 

ず，さらに 1 9 0 2年改定以降は 1 人当たり保険料負担額がほぼ 2 倍近く増加したにもかかわらず，保 

険料の優先的納入を定めた 1 9 0 1年 1 2 月 2 5 日法のため，累積滞納金は増えるどころか，減少した 

のである。実際にモスクワ県における強制基本保険料の納入は，ゼムストウォ火災保険制度が導入 

されている他の県と比較しても，非常に良好であった。1 9 1 5年 1 月 1 日付の保険加入者 2 4 万 1,091 
人の保険料納入状況を見ると，未納滞納がない者が 1 7 万 8 ,1 4 2人 （73.9 % )，滞納がない未納者は 2 
万 8 ,6 5 3人 （1 1 .9 % ) で，滞納者はわずか 3 万 4 ,2 9 6人 （1 4 .2 % ) に過ぎず，そのうち，6 ,8 7 0人は 

建物を所有していなかった。

ところで，1 9 0 6年 1 2 月 1 0 日に，強制基本保険料の莫大な累積滞納金と 1 9 0 5年農民反乱期にお 

ける滞納金の増加，火災件数の急増によって準備金の枯渴に直面したペンザ県ゼムストヴォ会議は 

強制保険制度の廃止を提案した。 これを受けて，内務省地域経済庁（DiaBHoe ynpaBJierae no flejiaM 
MecTHOro xoaattCTBa) は 1 9 0 7年 3 月 5 日付通達第 1 2 0 7号を発し，すべての県でこの問題を審議する 

よう要請した。 審議の結果，強制火災保険制の廃止に賛成を表明したのは少数の県ゼムストヴォで 

あって，大半の県ゼムストヴォは強制保険制の存続に賛成の意見を表明した。 たとえば，ヴヤート 

カ県參事会は，ペンザ県ゼムストヴォによる強制保険廃止の提案の主な理由は準備金の枯渴である

)
)
)
3eMCKHil CTpaxoBoll BecTHHK. 1 9 1 7 .雜 11—12. C. 39—50.
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が，ヴヤートカ県ゼムストヴォの強制基本保険の準備金は良好な状況にあるため，ペンザ県ゼムスト
(47)

ヴォの提案に同意する根拠はないと報告した。 後述するように，実際に大半の県ゼムストヴォ火災

保険において準備金に占める強制基本保険の割合は非常に高かったため，多くの県ゼムストヴォは，
(48)

準備金の多額の損失を意味する強制基本保険の廃止に反対したのである。 1 9 1 0年にゼムストヴォ火 

災保険規定の見直しのために招集された全県ゼムストヴォ保険代表者会議では満場一致で強制基本 

保険の存続が決定され，さらに内務省の 1 9 1 0年 1 1 月 1 0 日付通達第 5 7 号によりストルイピン農業
(49)

改革によって新たに創出された区画地経営をも強制基本保険の対象とすることが決定された。

一方，この件について農民側がどのような対応を示していたのかはペテルブルグ県ゼムストヴォ 

參事会によって郷会（bo通 CTHbie c x o flb i)宛に行われたアンケート調査で見ることができる。1 2 4の 

郷会から回答が寄せられたが，そのうち 1 1 0の郷会が強制保険の存続に賛成を示し，1 4 の郷会だけ 

が廃止の見解を表明した。存続賛成の主な理由は，火事発生まで保険にかけることができなかった 

建物に対して火災補償を受けることができることと，保険料の滞納の場合でも保険金を受け取るこ 

とができることであった。廃止決定の理由は独自の郷火災保険が存在しているため，ゼムストヴォ 

強制保険の必要性はないことであった。

滞納金ストックが減少する中で人別納税帳簿の導入と連帯責任制の廃止（1 9 0 3年）以前に形成さ 

れていた滞納金 3 0 万 6 6 1 ループリが長年議論の焦点となっていた。 1 9 1 5年全保険員会議は帳消し 

が望ましいという結論を出したが，県ゼムストヴォ參事会は継続的取立てを決定した。 しかし，農 

民はこの問題に対して否定的見方を堅持していた。 というのも，農戸の頻繁な変動の中で個別農戸 

の責任所在が特定できない滞納金に対して連帯責任を負いたくないからであった。農民は保険員会 

議の見解と同様にこれらの滞納金の帳消しを求めてい (た1。 一方，出火率が低く，火災補償を長年ほ

とんど受けることがなかった地域や村において，強制基本保険からの脱退と独自的な郷レベルの相
(52) (53)

互火災保険の設立の試みが見られたが，とりわけ 1 9 0 5年農民反乱と 1 9 1 7年 2 月帝政ロシア政府の
(54)

崩壊以後に現れていた。

)
( 4 8 ) ヨーロッパ•ロシアのゼムストヴォ各県における具体的議論については，no>KapHoe fleno. 1910. 

難 10. C. 2 2 9 -2 3 2 ;難 12. C. 2 7 6 -2 7 9 ;難 13. C. 3 0 1 -3 0 4 ;難 16. C. 3 7 9 -3 8 1 ;難 17. C. 397-403.
)
CTpaxoBOH BecTHHK. 1917. 11—12. C. 29—30.

)
)

(52) n o 派apH oefleio . 1 9 1 5 .難 5. C . 1 6 3 -1 6 4 .すでに1 90 2年に火事がほとんど発生していないヴヤー 

トカ県スロヴォダ郡は全県一律保険料算定基準から強制保険に対する敵対的雰囲気が表れ，複数の郷 

は強制保険からの脱退と独自の郷火災保険の設立の許可を訴えていた。同県のコテリニツ郡の農民も 

同様に郷レベルの独自保険組織の設立の許可を訴えた（n o 派apH oefle io . 1 9 1 5 .難 3. C . 116-117)。
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追加保険

追加保険は強制基本保険と異なり 1 年単位の契約であるため，毎年更新が必要であった。 また， 

契約期間内に保険料の支払いがなされず滞納が発生した場合や，契約更新が行われなかった場合に 

は，契約期間を過ぎた時点で発生した火事に関しては保険金が一切支払われなかった。そのため， 

保険料滞納問題は存在しなかった。

追加保険の保険料算定基準は基本的に保険加入建物の壁や屋根の資材によって決められていたが， 

この基準で火災補償の地域的相違を考慮するか否か，考慮する場合に何を基準とするかは，ゼムス 

トヴオ火災保険の政策路線と直接的な関係を有していた。追加保険の保険料算定基準は，保険金額 

の変更に合わせて，1 8 6 7年か ら 1 9 1 6年までの 5 0 年間，次のように数回にわたって変更された。す 

なわち，1867 ~ 1 8 7 7年には全県一律の保険料算定基準が適用され，1878 ~ 1 8 8 3 年には追加保険が一 

時廃止されたが，1 8 8 4 ~ 1 8 9 3年には再び全県一律の保険料算定基準が導入された。1 8 9 3 ~ 1 9 0 4年に 

は村別の保険料算定基準が適用されたが，1904〜1 9 1 2年には全県一律（1 9 0 7年 4 月から一律20 % 引 

き上げ )となり，1912 ~ 1 9 1 6 年には郷別となった。

保険料決定の際に地域的相違を考慮するか否かはゼムストヴオ保険政策と密接な関係を有してい 

たため，保険料の改定と保険金額の改定とは密接に連動していた。すなわち，強制保険の保険金額 

がそれ以前と比較して引き上げられた 1 8 8 4 ~ 1 8 9 3年および 1 9 0 4 ~ 1 9 1 2年には，追加保険料につい 

ては全県一律の基準が適用され，強制保険の保険金額が引き下げられた 1893〜 1 9 0 3年には，追加保 

険については地域的相違を最も徹底的に考慮した村別基準が適用された。1 8 9 3年の村別基準の適用 

は保険金額の引き下げと同様に火災発生の抑制と保険事業の収支改善を目的としたものであり，後 

述するように，実際に保険事業は継続的黒字を記録した。 しかし，1 9 0 2年の保険金額の引き上げと 

セツトとなった 1 9 0 4年の全県一律基準の導入は，モスクワ県ゼムストヴオが追加保険加入者の増 

加と準備金の大幅な増額を狙うハイリスク•ハイリターンの攻撃的拡大政策を取ろうとしたためで 

あった。 しかし，モスクワ県ゼムストヴオの思惑は外れ，全県一律基準の導入の結果は出火件数の

(53) n o x a PH oeflMO. 1 9 1 5 .難 5. C . 164. 1 9 0 5年農民反乱期に農民達は公然とゼムストヴオ火災保 

険に立ち上がり，スロヴオダ郡では保険料の支払いが全く行われなかった。その際，多くの郷会はゼ 

ムストヴオ火災保険の廃止と，独自の火災保険の形成のための資金として超過払いしてきた保険料の 

返還を求めた。

( 5 4 ) 郷相互保険制の導入についての問題提起は当時盛んに議論されていた「郷ゼムストヴオ制」の導 

入とも結びつけられていた（3eMCKHft CTpaxoBOH BecTHHK. 1917. J# 11-12. C. 36-60; 3eMCMH 
CTpaxoBoit BecTHHK. 1917. JVe 15-16. C. 24-55; 3eMCKHH CTpaxoBoit BecTHHK. 1917. JVe 22-23. 
C. 6-19; 3eMCKHH CTpaxoBoit BecTHHK. 1917. JVe 24. C . 10-17, 64-81; 3eMCKHH CTpaxoBoit

）。

( ）

f l o n o j iH H T e j iB H O M y  C T p a x o B a H H i o  n o c T p o e K  o t  oraa. U . 18-28.
( ）

yes^Hbix seMCTB o noracaceHHH o6jio»ceHHH b oGasaTejibHOM CTpaxoBaHHH. C . 1-8.
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急増と大幅な赤字であった。追加保険においても最も深刻であったのは，後出の第 6 表で見られる

ように，準備金がすでに 1 9 0 5年に枯渴し，増える一方の赤字を強制基本保険からの借入金によって 

補わなければならなかったことであった。 さらに，これへの対策として 1 9 1 2年に全県一律基準の廃
(58）

止と郷別基準の導入がなされた結果，出火件数は減少し，保険事業は黒字を記録した。

追加保険の 1 人当たり平均保険料の動向は，第 2 表に見られるように，全県一律基準が適用され 

た場合には低く，村 別 • 郷別の基準が適用された場合には高額となった。すなわち，1 8 8 4 ~ 1 8 9 3年 

には保険料は保険金額の 1 .2 ~ 1 .3  %であったが， 1 8 9 3年の村別基準への変更後は，保険料率は 1.8 
%に上昇した。 1 9 0 4年の全県一律基準への変更後，保険金額が大幅に上昇したにもかかわらず，保 

険料率は再び 1.2 %前後に下落し，低く抑えられた。 1 9 0 4年の全県一律基準の適用によって保険料 

率は低くなったものの，保険価額は著しく引き上げられ，保険料が上昇したため，火災発生件数の少 

ない地域では保険料負担に対する不満が再び高まり，逆に火災発生件数の多い地域では，保険価額 

は引き下げされ，追加保険への加入が促進されると同時に，出火件数の増加がもたらされる結果と 

なった。全体としては出火件数が急増し，保険事業が大幅な赤字となったため，1 9 0 7年にモスクワ 

県ゼムストヴォは追加保険の保険料を全県一律 20 %引き上げることを決定し，保険料率は 1 .4 ~ 1 .5  
%に引き上げられることになった。1 9 1 2年に全県一律基準は廃止され，再び火災補償の地域的相違 

を考慮に入れた郷別基準が導入された。 これによってカテゴリー別の保険料負担率は大きく異なる 

ことになったものの，1913 ~ 1 9 1 5 年に平均保険料率は 1.4 % と改定以前と大きな相違はなく，平均 

保険料も 1 9 1 3年 に 5 .8 1 ループリ， 1 9 1 5年 に 6 .1 1 ループリであった。

一方，全県一律基準の廃止の後にも全県一律基準の再導入を求める訴えが出火率の高い地域から
(59）

続き， また保険料の高い等級に分類された郷からはより低い等級への移転を求める訴えが続いてい
60）
た。 すなわち，個別郷レベルによって火災頻度の高いカテゴリーに区分される場合には高い保険料 

率を負担しなければならなかったため，火災頻度が高い I I I と I V のカテゴリーに区分された多くの

郷スホードは，過去の出火頻度や火災補償のデータを用いて，その不当性を訴えると同時に，火災
(61）

頻度の低いカテゴリーへの変更を訴えていた。

ところで，2 0 世紀初頭に保険料負担が著しく増加したにもかかわらず，追加保険加入者の数は急

(57) 村別基準から全県一律基準への変更はモスクワ県ゼムストヴォの保険政策のうち最も不可解な決定 

の一つである。というのも，村別基準の下で追加保険は最も安定的黒字を記録していたし，全県一律 

基準が意図的な放火と出火率の急増をもたらしていたことから村別基準の導入が行われ，全県一律基 

準のリスクは十分認識されていたからである。この問題についてのモスクワ県ゼムストヴォ参事会の 

報告は，CTpaxoBoe fle冗o . 1 9 1 1 .難 12. C . 3 7 1 -3 7 2で確認できるが，その根拠として提示されたの 

は形式的指摘に留まり，ゼムストヴォ保険事業との関連での言及は存在していなかった。

( ）

veSflHbIX 3eMCTB O nOHHMCeHHH ODJIOMCeHHH B ODHSaTejIbHOM CTpaxoBaHHH. C . 1-8.
( ）

( ）
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増していた。すなわち，追加保険加入率は 1 8 9 4年 に 9.4 %，1 9 0 5年 33.6 %，1 9 1 0年 43.95 %，1915
(62）

年 51.13 %であった。 このことはモスクワ県ゼムストヴォの積極的保険政策が農民の動員にいかに 

成功していたか， またモスクワ県農民がゼムストヴォ火災保険にいかに敏感かつ積極的に対応して 

いたかを物語るものである。

建物任意保険

建物任意保険も保険対象建物の壁や屋根の資材によって異なる保険料率が定められ，保険料が算 

定された。保険料率は，1 8 6 7年から 1 8 8 7年まではおよそ 2.0 % と高水準であった。 しかし，1 8 7 8年 

以降の継続的黒字と 4 0 万ループリに達する準備金の形成という保険事業の成功を背景に，1 8 8 7年 

には 1 0 年以上保険契約が継続された場合には 10 %割引が適用されるようになり，1 8 8 9年には保険 

料が大幅に引き下げられた結果，保険料率は 1 8 9 0 ~ 1 8 9 8年 に は 1 .2 ~ 1 .3  % に低下し，またこの 10 
年間に保険加入者数は 2 倍近く増加した。 さらに，1 8 9 8年には保険契約継続期間による保険料割引 

をさらに拡大し，5 年の場合は 10 %，1 0 年 は 15 %，1 5 年 は 20 %，2 0 年 は 25 %，2 5 年 は 30 % と 

し，保険加入を促進した。 さらに，保険料率は 1 8 9 9 ~ 1 9 0 3年 に 1.0 %へと引き下げられ，1 9 0 1年の 

下級保険員制の導入をも背景として，保険加入者数はわずか 5 年間にさらに 2 倍もの増加を見せた。

建物任意保険の保険料率は，1 9 0 4年の再保険制度の導入と共に， さらに一律 30 % 引き下げられる
(63）

ことになった。 このように，保険事業の収支悪化のために 1 9 0 7年に保険料が一律 20 % 引き上げら 

れるまでは，上述の強制基本保険や追加保険と異なり，建物任意保険の保険料率は一貫して減少し 

ていた。 1 9 0 7年 の 20 %の引き上げは 1 9 0 4年の引き下げ以前の水準への復帰を意味していたため， 

引き上げ後の保険料率は，1 9 0 8年 に 0.91 %，1 9 1 2年 に 0 .9 2 % ，1 9 1 5年 に 0 .8 1 % と，低い水準に保 

たれていた。そのため，引き上げにもかかわらず，保険加入者数は減少するどころか，持続的な増 

加を示した。

( ）

npoBepxe ^eHCTByioinoro TapH<J>a npeMHH ^onojiHHTejibHoro CTpaxoBaHHH h no xo^aTaHCTBaM 
bojiocthbix cxoflOB h yesflHbix seMCTB o nepeBO^e BOJiocTeit hs o^Horo paHOHa oGjiOMceraiH b 
flpyroit. C . 14-38.

( 6 2 ) 崔在東「2 0 世紀初頭ロシア農村社会における火事• 放火と火災保険：モスクワ県を中心として」『歴 

史と経済』，第 2 1 0号，2 0 -2 1 頁。

( ）

noMcapHOCTH h coKpameHHH noMcapHBix yDBiTKOB, a TaKMce oo HSMeHeHHax b npaBHjiax ^o- 
6pOBOJlBHOrO CTpaxoBaHHH CTpoeHHH H flBHMCHMOCTH. C . 1—2 . モスクワ県におけるゼムストヴォ

再保険の実態については，，]pKJiafl 難 17a M r3 Y  1913 rofla. 0 6  vnacTHH M ockobckofo seMCTBa bo
と

において， 年 月

1 日までの収支状況の総括は，MaTepHajiw no CTaTHCTHKe h opraraoauMM BsaHMHoro seMCKoro 
nepecTpaxoBaraiH HMymecTB o t  oraa. B r n i .12. M . ,1917.
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1 人当たり平均保険料の水準は，第 2 表に見られるように，1 8 7 8年 から 1 9 0 4年までの保険料率の 

著しい低下にもかかわらず，12〜1 4 ループリを推移していた。その主な理由は，上述したように，保 

険金額が著しく増加していたからであった。1 9 0 4年 に 1 ,5 0 0ループリ以下の農民所有建物が追加保 

険へ移転されたために，当然ながら，1 人当たり平均保険料は引き上げられ，1 9 0 7年以降は 1 7 ルー 

プリ前後を推移した。 このように，2 0 世紀初頭における建物任意保険の 1 人当たり平均保険料は， 

強制基本保険のおよそ 1 0 倍，追加保険のおよそ 3 倍という非常に高い水準を保っていた。

保険料収入総額は，保険加入者の増加，保険金額の引き上げ，保険加入上限額の引き上げなどを 

背景に，1 8 6 7年から 1 9 1 6年までの間ほぼ一貫した増加を見せ，強制基本保険のそれを上回り，追加 

保険の収入総額にほぼ匹敵する規模となった。後述するように，その反面，建物任意保険の保険対 

象建物の場合，出火件数や火災補償額も少なかったため，建物任意保険は多額の黒字を継続し，強 

制基本保険を大きく上回る最も大きな準備金を形成した。 このため，モスクワ県ゼムストヴォは建 

物任意保険の拡大にとりわけ力を入れていた。2 0 世紀初頭に拡大導入される後述の下級保険員も地 

区保険員も建物任意保険の新規契約および契約更新に関する活動を中心としていた。

4 火災補償

火災(補償

火災補償4の状況を見ると，第 2 表の通りである。まず，強制基本保険は，1 8 9 3年の保険金額の引 

き下げまでの 1867〜1 8 9 3年には，大半の年に火災補償額が保険料収入の 8〜9 割を占め，8 割未満の 

年 は 8 年だけであったが，そのほとんども 7 割後半であった。 この時期の火災補償の特徴は，火災 

1 件当たりの火災補償額が非常に高かったことである。 ところが，保険金額が引き下げられた 1893 
年から 1 9 0 2年までは，出火件数には大きな減少は見られなかったものの，火 災 1 件当たりの火災補 

償額が著しく低下した。そのため，火災補償額は保険料収入を大きく下回り， 1 8 9 4年 か ら 1 9 0 2年 

までは，1 8 9 7年を除いたすべての年で火災補償額は保険料収入の5 割以下であった。1 9 0 2年の保険 

金額の引き上げ以降の火災補償額の保険料収入に占める割合は，1 9 0 3年 か ら 1 9 1 1年 まで 8 割を超 

え，1906 ~ 1 9 1 0 年には 9 ~ 1 0 割を示していたが， 1912 ~ 1 9 1 3 年には 7 割前後となった。

同様に追加保険について火災補償額が保険料収入に占める割合を見た場合，1 8 9 3年の保険金額の 

引き下げからと村別保険料算定基準の導入の 1 9 0 2年までの期間で，5 割以下であったのは 4 年だけ 

であり，残りは 6 割前後であった。 1 9 0 5年 か ら 1 9 1 1年までの期間は，1 9 0 2年の保険価格の引き上

(64) ロシア農民経営が直面していた最大の危険は火災であったが，それ以外にも暴風，洪水，雷，地震 

などのように火事を伴わない災害による建物の損害も存在していた。農民側からの火災保険による損 

害補償の要請にもかかわらず，ほとんどの県ゼムストヴォは法の厳格な適用として火災以外の災害に 

対しては補償を行っていなかった（3eMCKrt CTpaxoBoft BecTHHK. 1 9 1 7 .雜 24. C. 6- 7)。
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第 3 表追加保険における地域別保険料と火災捕償の割合

(単位：倍)
年 I II III IV 平均

1904 0.24 0.52 0.61 1.26 0.67
1905 0.36 0.69 1.04 2.31 1.12
1906 0.40 0.80 1.39 2.45 1.28
1907 0.53 0.86 1.37 2.13 1.24
1908 0.49 0.80 1.28 2.82 1.36
1909 0.43 0.94 1.50 2.87 1.45
1910 0.81 0.80 1.60 2.85 1.51
1911 0.74 1.10 1.32 2.92 1.47
1912 0.66 0.74 0.99 1.81 1.00
1913 0.59 0.69 0.95 1.28 0.83
1914 0.32 0.50 0.78 0.75 0.56

出典 ：CTaTHCTHHeCKHH OTHeT O B3aHMHOM 3eMCKOM CTpaXOBaHHH B
Mockobckoh ry6epHHH 3a 1914 rofl. M .,1916. O. 95.

げや 1 9 0 4年の全県一律の保険料算定基準の適用により，火災補償額と保険料収入額はおおむね同額 

であった。地域別に見ると，火災被害が少ない I と I I のカテゴリーに属する郷では，火災補償額は 

保険料収入を下回り，火災被害が多い I I I と I V のカテゴリーの郷では上回っている。 とりわけ IV 
の郷の場合，火災補償額が保険料収入のおよそ 3 倍にまで達することもあった。

第 3 表に見られるように，1 9 1 2年から追加保険の保険料収入に占める火災補償額は急激に減少し 

た。その主な理由の一つは，県ゼムストヴォ参事会が 1 9 1 1年 9 月から，郷別の保険料算定基準を導 

入したからである。 もう一つの理由は，後述するように，郷役場が保険評価事業から完全に排除さ 

れ，地区保険員のみによる評価が導入されたことであった。

建物任意保険における火災補償額は，追加保険が一時的に廃止される 1 8 7 7年 か ら 1 9 0 2年まで， 

1 8 9 1年飢饉時を除いた全期間にわたって，保険料収入の 6 割を下回っていたが，出火件数が本格的 

に増加し始めた 1 9 0 3年 から 1 9 1 1年にかけては 7 割以上となり， とりわけ出火件数が急増した 1905 
年 か ら 1 9 0 9年までは 9 割を超えていた。反対に，出火件数が低下した 1 9 1 2年以降は再び 6 割をは 

るかに下回る水準に落ち着いた。 とりわけ第一次世界大戦期にはさらに低い水準を表した。

4 . 2 保険金支払いと保険加入者の訴え

ゼムストヴォ火災保険全体における火災補償額の動向は上述の通りであるが，個別の保険金支払 

いの際には様々な問題が生じ，農民からの訴えは絶え間なく続いていた。まず，強制基本保険につ 

いては，同保険は最小限の火災補償の意味合いが強かったため，保険金支払いをめぐっての農民側 

からの訴えはほとんど存在しなかった。 しかし，1 8 9 5年度モスクワ県ゼムストヴォ定例会議の決定 

に従って， この保険には農民のみが加入を認められていたため，農民以外の身分の者には，保険料
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を支払ってきた場合であっても，保険金の支給は認められず，これが問題となることがあっ (た5。 ま

た，1 9 0 6年 2 月 2 0 日付県ゼムストヴォ会議の決定に従って老朽化したすべての建物は強制基本保険

の対象から除外されることになったが，この決定も保険金支払いをめぐる訴えの理由の一つであっ
(66)
た。 さらに，ゼムストヴォ火災保険規定第 8 条の規定に従って，農民所有の建物であっても分与外

私有地の上に建てられている場合には強制基本保険の対象と認められなかったことも，農民からの

一 、 (67)
訴ぇの原因となった。

追加保険に関する訴えで最も多かったのは，1 年ごとの契約満了日前の契約更新（= 保険料の支払 

い）を怠ったが，契約満了後に火事が発生した場合である。強制基本保険と違って，追加保険の場合 

には更新手続きを行わない場合，契約満了後に発生した火事に対しては一切の火災補償が行われな 

いことになっており，この規定は極めて厳格に適用されていた。 しかし，何らかの理由で契約更新 

を怠った場合でも，温情的な保険金の支払いを求める農民からの訴えは絶え間なく続いていた。農 

民の訴えによれば，契約更新を怠った理由は，妻の死亡に伴い子育てが忙しくなったこと，不作と 

穀物価格の急騰に伴う貧困，不 注 意 と 文 盲 （HeOmiTHOCTb H HerpaMOTHOCTb)，老い，家庭事情，病 

気と入院，夫のシベリアへの流刑，息子の徴兵と老い，など様々であった。

次に多かった訴えは，契約期間中に再評価により保険対象建物の保険価額が引き下げられたため， 

実際に払われた保険金が契約当初よりもはるかに少額であった場合であった。その際に，農民は県 

ゼムストヴォ参事会宛に当初の契約通りの保険金の支払いを求めたが，県ゼムストヴォ参事会は農
(69)

民からの訴えを退け，再評価に基づく新たな保険金の支払いを行うことを決定していた。 事後的再 

評価により保険金を減額する根拠となったのは，保険対象物の保険価額に疑いが生じた場合，地元 

住民の証言を通じて事後的再評価を行う権利をサラトフ県ゼムストヴォに認めた最高裁セナートの
(70)

1 9 0 8年 4 月 3 0 日付決定第 5 5 7 2号であった。 また，追加保険は一定の評価額以上の建物に眼ってだ

( )
npe^CTaBjiaeMBie bhobb. C. 2d-26 .

( )
( )
( )

n p e f l C T a B J in e M B ie  b h o b b .  C . 14-16, 1 9 -2 1 ,2 2 , 40; f lo ra a fl J# 30 M r3 Y  1911 rofla. IIo 
^cajio6aM h nponieHHHM. C. 23—24, 26-28 , 33, 45-46; ^OKJiafl 30 M r3 Y  1914 rofla. IIo 
»cajio6aM h npoineraiHM. U. 4-6; floKjia^ JVe 30 M r3Y  1915 ro^a. IIo »cajio6aM h
n p o m e ra m i.C . 2 - 4 .第一次世界大戦期には徴兵に伴う困窮の結果として契約更新を怠ってしまっ 

た場合については，寛容的な対応を取るようになっていった（floK Jiafl難 30 M r3 Y  1915 rofla. n o
)。

( )
npe^CTaBjiaeMBie bhobb. U .I d -1 8 , 21-22; flonojiHeHHe k ^OKjiafly JVe 30 M r3 Y  1909 ro^a no 
»cajio6aM h npomeraiHM. C. 3-5; floKjia^ JNe cjO M r3 Y  1911 ro^a. IIo »cajio6aM h npoineraiHM. 
C. 22-23, 25-26, 33-34; floKjia^ JVe 30 M T3Y 1914 ro^a. IIo »cajio6aM h npoineraiHM. C. 3-4 .
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け適用されたため，再評価によって追加保険からの保険金を受領する資格を喪失するケースも発生
(71)

していた。

建物任意保険に関して最も多い訴えは，追加保険と同様に，契約更新を怠ったことによって保険金

の支払いを拒否されたことに対する不満であった。契約更新がなされなかった理由は，様々であっ

たが，主に資金不足，貧困と不幸な出来事（娘の死，夫の失業，母の死亡) ，契約更新日の勘違い，夫

の不在時に妻が契約更新を失念していた場合などであった2。中でも注目に値するのは，保険員が不

在であったため納めることができなかったという訴えであった。

建物任意保険の場合も，追加保険と同様に，契約期間中の再評価による契約条件の一方的変更=
(74)

保険金額の引き下げも保険加入者側からの訴えの最も重要な理由の一つであった。 たとえば，サス 

の建物は 1 9 0 7年から保険金額 1 ,5 0 0ループリの建物任意保険の対象であったが，1 9 1 1年 3 月 1 9 日 

付県参事会決定第 1 8 5号によって保険金額が 1 ,2 0 0ループリに引き下げられた。1 9 1 1年 6 月 2 0 日に 

火事が発生し，サスは 1 ,2 0 0ループリでなく従来の 1 ,5 0 0ループリを支払うよう訴えたが，県参事会 

によって却下された。また，火災発生後の再評価による保険金額の引き下げも，訴えの主な理由の 

一っであった。 さらに，不動産が全焼しなかった場合には保険金は全額支払われなかったが，農民 

は全焼であるように見せかけるために，火災を免れた建築部材などを隠匿しようとすることもあっ 

た。 このような行為は刑法に抵触し，かつ保険金の支払いを差し止められる理由となったが，しば 

しば行われることがあった。 このため，火災現場に残る建築部材等の残留物の評価について，保険
(77)

加入者から訴えがなされることが多くあった。

)
npeflCTaBJisieMBie bhobb. C. 2 6 - 2 7 .火事後の再評価による保険金策定をめぐる訴えは多く存在して 

い た （To yKe. C . 12—13, 33—34; ^OKJiafl 難 30 M r3 Y  1915 rofla. IIo ;«ajio6aM h nponieHHHM.
)。

)
n p e ^ C T a B j i a e M B i e  b h o b b .  C . 13-14; f l o K j i a ^  JVe 30 M r 3 Y  1915 r o ^ a .  IIo » c a j i o 6 a M  h  n p o n i e H H H M . 
C. 5-6.

)
CTaBjiaeMBie b h o b b .  C. 6-7, 8-10; floKjia^ JNe cjO M r 3 Y  1911 ro^a. IIo »cajio6aM h  nponieHHHM.

ここで

も，第一次世界大戦期には寛容な対応が見られた（AoKJiafl難 30 M r3 Y  1915 rofla. n o  >Kajio6aM
)。

)
n p e ^ C T a B j i a e M B i e  b h o b b .  U. 8-10; f l o K j i a ^  JNe cjO M r 3 Y  1911 r o ^ a .  IIo » c a j i o 6 a M  h  n p o n i e H H H M . 
C. 2-3; f l o K j i a ^  JVe 30 M r 3 Y  1915 r o ^ a .  IIo » c a j i o 6 a M  h  n p o n i e H H H M .  C . 11-14.

) ^OKJiafl 難 30 M r s y 1911 ro^a. n o ^cajio6aM H nponieHHHM. C. 5-6.
) ^OKJiafl M 30 M r s y 1911 ro^a. n o ^cajio6aM H nponieHHHM. C. 11-12
) ^OKJiafl M 30 M r s y 1911 ro^a. n o ^cajio6aM H nponieHHHM. C. 1-2.
) ^OKJiafl M 30 M r s y 1911 ro^a. n o ^cajio6aM H nponieHHHM. C. 8—9.
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さらに，建物任意保険規定第 4 4 条と第 4 5 条に保険加入者は必ず火災発生の事実を 3 日以内に保 

険員か郷役場に通告することが義務付けられていたが， この義務の不履行は保険金支払い拒否の大
(78)

きな理由の一つとなっていた。 また，1 8 9 0年度モスクワ県ゼムストヴォ定例会議の決定に従って，

建物が他の場所に移転された場合にも報告しなければならなかったが，不履行の場合にも保険金支 
(79)

払いは拒否された。 さらに，1 9 0 4年度県ゼムストヴォ定例会議の決定によって，郷役場は建物任意

保険の新規契約締結と 5 0 0 ループリ以上の契約更新を行うことができなくなったが， この違反も保
(80)

険金支払い拒否の理由となった。 これらはいずれも農民の訴えの理由となった。

火災補償と関連しては上述したように，ゼムストヴォが保険対象物の過大評価への対策としての 

再評価の結果を新規契約や契約更新の際だけでなく，契約期間中における契約条件の一方的変更と， 

契約期間中に発生した火事に対する火災補償への拡大適用とを通じて，火事発生の抑制と同時にゼ 

ムストヴォ火災保険の財政拡大に徹底していたことはとりわけ注目に値する。当然ながら，ゼムス 

トヴォ側による明白な一方的契約違反行為に対する保険加入者側からの抗議や抵抗は激しいもので 

あった。上記のモスクワ県ゼムストヴォ火災保険の例で見られた火災補償をめぐる様々な問題は他 

の県ゼムストヴォにおいても共通に広く見られていた。

4 . 3 ゼムストウオ相互再保険（nepecTpaxoBaHHe)
建物任意保険と動産任意保険の火災補償で重要な意味を有していたのは，1 9 0 4年から導入された

県ゼムストヴォ火災保険同士の相互支払い保証原則に基づく再保険制度であった。 これによって県

(82)
ゼムストヴォは，よりリスクの高い任意保険に一層積極的に取り組むことが可能になった。 最初の 

再 保 険 契 約 （1 9 0 4年契約）は 1 9 0 4年 3 月 8 日に結ばれ，モスクワ県を含め 1 7 の県ゼムストヴォが 

参加し，1 9 0 9年 7 月 1 日まで機能した。 しかし，最初の 1 9 0 4年契約は火災被害の地域的相違を考慮 

しなかったため， 1 9 0 6年 に 2 県， 1 9 0 8年 に 3 県， 1 9 0 9年にモスクワ県とクルスク県が脱退するこ 

とになり，ゼムストヴォ再保険連合は崩壊の危機に直面することになった。その後，1 9 0 9年から地 

域的相違を考慮した修正規定に基づいて 1 年単位の契約が結ばれ， 1 9 0 9年， 1 9 1 0年，1 9 1 1年の各 

契約に 1 1 県が参加したが，モスクワ県ゼムストヴォはいずれにも参加しなかった。モスクワ県ゼム 

ストヴォが 1 9 0 9年脱退した最大の理由は，1 9 0 4年 7 月 1 日から 1 9 0 9年 7 月 1 日までの 5 年間に，

)
)
1914 ro^a. IIo »cajio6aM h nponieHHHM. C. 8 -9 .

)
)
)
noMcapHOCTH h coKpameHHH noMcapHBix y6BiTKOB, a Taxace 06  HSMeHeHHax b npaBHjiax ^o- 
6pOBOJIbHOrO CTpaxoBaHHH CTpoeHHH H flBHMCHMOCTH. C . 1—2.
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第 4 表 1 9 17年 1 月 1 日におけるモスクワ県ゼムス卜ヴオの契約別ゼムス卜ヴオ相互再保険事業の収支

(単位：ループリ）

1904年契約 1912年契約 1913年契約 1914年契約

建物任意 動産任意 建物任意 動産任意 建物任意 動産任意 建物任意 動産任意

+59,450 +80,182 -14,577 +3,656 +36,606 +2,830 -4 9 3 -13,440
1915年契約 1916年契約 総計

建物任意 動産任意 建物任意 動産任意 建物任意 動産任意

-14,779 -34,290 -18,755 +10,000 +47,452 +48,938
出典：JviaTepHajiBi no CTaTHCTHKe h opraHH3au,HH B3anMHoro 3eMCKoro nepecTpaxoBaHHSt HMymecTB o t  orHst. 

Bt,in.12. M .,1917.

合 計 4 万 3,807ループリの損失を被っていたからであった。

ところが，1904年契約に基づくゼムストヴォ間の金銭のやりとりは 1909年以降も継続されてお 

り，1 909年 7 月 1 日時点の収支は暫定的なものに過ぎなかった。 このため，1 90 9年までは赤字で 

あった再保険の収支は，1 912年 5 月 1 5 日時点では，大幅な黒字の 1 3万 8,159ループリを記録して

いた。 これを受けて，1912年にモスクワ県ゼムストヴォ会議はゼムストヴォ再保険への復帰を決定
(84)

した。 モスクワ県ゼムストヴォが復帰した 1912年契約には 1 3県，1913年契約には 1 6県，1914年 
(85) (86) (87)

契約には 1 9県，1915年契約には 2 0県が参加しており，再保険に参加する県の数は増加していた。

このような再保険への参加増加の主な理由は，保険金額は高いものの，出火率が相対的に低い都市

部や屋敷地などの農民外身分の建物の積極的誘致によるゼムストヴォ火災保険事業の収支状況の改 
(88)

善にあった。
(89)

モスクワ県ゼムストヴォの再保険の収支を契約ごとに見ると，第 4 表の通りであるが，ゼムス 

トヴォ相互再保険はモスクワ県ゼムストヴォ火災保険事業にとってリスク•ヘッジという役割を十 

分に果たし，他の県ゼムストヴォにおいても同様であった。たとえば，ポドリャ県は 1 913年 7 月 

1 日からゼムストヴォ再保険連合に参加したが，これはポドリャ県ゼムストヴォに無制限に保険領

( )
n e D e c T p a x o B a H H H  H M y m e c T B  o t  oraa. U . 1-4.

( )
nepecTpaxoBaHHH HMymecTB o t  oraa. U. 4-6.

( )
nepecTpaxoBaHHH HMymecTB o t  oraa. U . 1-4.

( )
H M y m e c T B  o t  oraa. u . 1-3.

(87 ) ゼムストヴォ相互再保険事業の拡大は，ゼムストヴォ火災保険事業の統合に向けての動きとも同時 

に行われていた（3eMCKrtcTpax0B0ftBecT丽 K .1916.難 20-21.C . 12-26)。

( )
(89 ) ヨーロッパ. ロシア全体の各年のゼムストヴォ再保険事業の詳細な内容は，MaTepHajiwnocTaTHC- 

THKe h  opraraoaiiHH BsaHMHoro seMCKoro nepecTpaxoBaHHH HMymecTB o t  oraa. Bmii. 1-12. 

M . , 1907-1917.
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域を拡大させ，保険事業の莫大な安定性を与えた。 というのも，再保険契約に従って，モスクワ県 

ゼムストヴォと同様に，ポドリヤ県ゼムストヴォは自らの資金で受領した保険金額の半分だけを負

担し， さらにいかなる場合でもポドリヤ県ゼムストヴォの責任は個別契約に対して 2 万ループリを
(90)

超えないことになるからであった。 実際に建物任意保険の契約件数において急激な増加が達成され 

た。すなわち，1 8 8 6 ~ 1 8 9 0年に年平均 4 2 7件，1891 ~ 1 8 9 5 年に年平均 4 1 4件，1896 ~ 1 9 0 0 年に年平 

均 5 6 4件，1901 ~ 1 9 0 5 年に年平均 7 9 9件，1906 ~ 1 9 1 2 年に年平均 6 2 8件であったが，1 9 1 3年 2,859
(91)

件， 年 件， 年 件であった。

4 . 4 保険加入漏れ建物への火災補償 

火災補償と関連して最も重要な問題の一つは，強制基本保険の対象でありながら，未加入のまま 

であった建物への対応であった。未加入建物に対して火災補償を行うべきであるかどうかという問 

題については，ゼムストヴォ火災保険規定第 1 2 条 に 「強制保険対象となるべき建物は，建築完了の 

時点から保険に加入されたものと見なされる。建築完了の判断は県ゼムストヴォ会議によって定め 

られている基準に従う」 とされていたため，強制保険に加入しているかどうかに関係なく火災補償 

を受けることになっていた。

しかしながら，建物所有者が保険にかけたがっていなかった建物に対しても火災補償を交付しな 

ければならず，第 1 2 条の厳密な適用は多くの場合問題となっていた。実際に保険員による建物の全 

面的再評価の際に農民はほとんど常に彼らに，他に存在している何らかの建物を隠そうとしていた 

ため，建物が 1 0 年以上も保険にかけられないまま残されていたこともしばしばであった。 このよう 

な保険加入漏れは，保険金額がかなり高く，保険加入者を十分に満たしている所でとりわけ頻繁で 

あったが，保険加入者は建物の建直しのために十分な金額をそれ以上保険にかけなくとも火事発生
(92)

後受け取れることを知っていた。

そのため， この規定はゼムストヴォ火災保険の管轄機関であるゼムストヴォ参事会と保険加入者
_ (93)

との間に多くの諍いをもたらし， 実際にこの問題に対するゼムストヴォ側の対応は一様ではなかっ 

た。多くのゼムストヴォは故意の保険加入漏れからの損害を防ごうとし，保険加入漏れが所有者の 

故意によるものでない時，保険未加入状態が建築から一定期間以上継続していない時にだけ火災補 

償を交付していた。たとえば，サラトフ県，エカテリノスラフ県， ミンスク県， カザン県ゼムスト 

ヴォは保険加入漏れ建物に対して火災補償を一切行っていなかったが， トヴエーリ県とプスコフ県

)
)
)
)
22—23.
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では保険未加入状態継続期間が 1 年未満，ヴォロネシ県では 1 0 力月未満，サラトフ県では 2 力月未 

満である場合にだけ火災補償を行っていた。ポドリャ県，キエフ県， ヴィテブスク県ゼムストヴォ 

は保険金額の 2 分 の 1 だけを支払っていた。一方，タヴリダ県，ポルタヴァ県，チェルニゴフ県，ク 

ルスク県，ヘルソン県，ベッサラビア県，モスクワ県，ニズニノヴゴロド県，ウファ県，モギリヨ 

フ県，シムビルスク県， リャザン県，タムボフ県， ヴラジミル県，オロネツ県，ペルミ県， ヴォロ 

ゴダ県，ペテルブルグ県，ヴャートカ県のような多くの県ゼムストヴォは保険加入漏れ建物に対し 

て無条件に火災補償を行い，その際に保険金から建物の建築から経過した期間の保険料だけを控除
(94)

していた。

5 保険員

モスクワ県における保険評価および契約などの保険関連業務は，1 9 0 0年の県ゼムストヴォ会議の 

決定によって下級保険員 （M naflm rt CTpaxoBOH a r e m ) が導入されるまでは，各 郡 1 人の保険員と
(95)

郷役場によって担われていたが， モスクワ県ゼムストヴォの保険事業の積極的拡大路線に従って， 

1 9 0 1年から全郡に下級保険員制度が導入され，従来の郡保険員は上級保険員となった。1 9 0 1年 11 
月 1 日時点での下級保険員の内訳を見ると，教 師 が 7 4 名で最も多く，郷書記が 1 2 名，聖職者が 12 
名，その他ゼムストヴォ病院の準医師，郡参事会の事務職員，元教師，農民，消防隊長などが 2 2 名

(96)
であった。第 5 表に見られるように，地区保険員制の拡大と同時に下級保険員数は減少し，地区保

(97)
険員制度が全面的に導入される 1 9 1 2年に最終的に廃止された。

様々な業務を抱えていた上級保険員とは異なって，下級保険員の任務は保険契約の勧誘だけであっ 

た。下級保険員の保険勧誘活動は，収益性がとりわけ高い建物任意保険に集中し，これによって 1901 
年以降建物任意保険の加入者数は著しい増加を示し (た。 しかしながら，下級保険員制度は様々な眼

)
)
C . 1 - 2 . ヨーロッパ • ロシアのゼムストヴォ諸県における保険員制の導入と拡大状況については， 

CTpaxoBoe flejio. 1917.難 5-6. C . 101-105.

)
AaTaHCTBaM vesflHbix seMCTB no CTpaxoBOH h b cth  h  no TexymHM flejiaM. C . 1—5. 取終的にな 

く なるまで類似した權成であった（̂HoKJiafl 難 19 M r3 Y  1904 rofla. IIo nopyneHHsiM ry6epn- 
CKoro seMCKoro coGparaiH, no xo^aTaHCTBaM yes^HBix seMCTB no noMcapHO-CTpaxoBoit n acra  
h no TeKyin,HM ^ejiaM. C . 1-5; floKjia^ JVe 17 M r3Y  1907 ro^a. IIo Bonpocy o pec}>opMe b

)。

)
areHTypBi h no TeKyin,HM ^ejiaM. C. 3-5 .

)
C. 2—3.
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第 5 表保険員制度の変更

(単位：人)
年 1901年 1 1月1 1902年 3 月 1903 年 10 月2 1907年 1 月 1907年 8 月3 1908年 8 月

下級保険員 120 133 149 Na. 125 109
上級保険員 13 13 13 13 14 12
地区保険員 - - - - - 6

1909年 9 月 1910年 1 2月 1911年末 1912 年 1 1 月4 1914年 6 月5 1915年末6
下級保険員 109 79 32 0 0 0
上級保険員 12 12 6 0 0 0
地区保険員 7 13 37 51 59 60
出典：

ye3AHBix 3eMCTB no CTpaxoBOH nacTH h no TeKyin,HM AejiaM. C . l - o .
2. XloKJiaA JV?19 MI 3 Y  1904 ro,n,a. IIo nopyneHHStM ry6epHCKoro 3eMCKoro co6paHHSt, no xo,n,aTaHCTBaM 

ye3AHBix 3eMCTB no no»capHO-CTpaxoBOH nacTH h no TeKyin,HM AejiaM. C . 1—5.
3. XloKJiafl JV?IT Mr3Y 1907 r o f la . l lo  Bonpocy o pe4>opMe b nocTanoBKe CTpaxoBOH areHTypt.1. O. 5—7.
4. Jl,OKJiaA JV?IT M T 3Y  1913 rofla. IIo Bonpocy o nepecMOTpe ceTH ynacKOBOH CTpaxoBOH areHTypt.1 h no

TeKyin,HM AejiaM. C . 1—5.
5. X loK Jiafl JV?I T  M r3 Y  1914 r o f la .  O CTpaxoBOH  a re H T y p e . C . 1—3.
6 . X loK Jiafl JV?I T  M r3 Y  1915 r o f la .  O CTpaxoBOH  a re H T y p e . C . 1—3.

界を有していた。 まず，下級保険員は他の本業に従事しており，遂行できる任務は保険契約の締結 

だけであったため，その他の保険 • 防災関連業務を 1 人で遂行しなければならない上級保険員の負 

担をそれほど減らしたわけではないという点である。 より深刻な問題点は，下級保険員は建物評価 

の知識を有していなかったため，高い評価を望む建物所有者の要求に従って保険価額評価を行って 

おり， また給与は支払われた保険料の 1 割以外には与えられなかったため，保険価額の過大評価と 

出火件数の増加を招き，莫大な継続的赤字の原因となっていたと指摘されたことであった。
(99)1 9 0 7年の県ゼムストヴォ定例会議は地区保険員を導入することを決定した。 地区保険員は，そ 

れまでの上級保険員と同様の職務を果たし，専業でその職にあたることとされ， またその給与体系

(基本給+ 勤続手当） も上級保険員と同様とされた。地区保険員はモスクワ郡に 1 9 0 8年下半期の試験
(100)

的導入の成功の後， 地区保険員 1 人当たり 3 ,0 0 0 ないし 3 ,5 0 0戸を上限とするネットワークに従っ 

て漸次的に拡大されていった。

一方，農民経営の新規保険契約と契約更新は郷役場が主として担っていたが，保険対象物の過大
(101)

評価と出火件数の急増の元凶として注目され，モスクワ県ゼムストヴォでは 1 9 1 2年 3 月 8 日付緊急

( )
C . 19-20.

( )
npraaTBix ynpaBoit b nejiax yMeHbineHHH noMcapHOCTH, h  o CTpaxoBoit areHType. C. 20-28. 

(1 0 1 )すでにトヴエーリ県，ベッサラビア県，リャザン県においては評価事業から郷役場の完全排除が行 

われ，その結果，出火件数が著しく減少していた（A oK Jiafl難 17 M r3 Y  1910 ro fla. O p e ^ o p n e  b
)
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会議の決定によって，強制基本保険と追加保険に関するすべての評価事業から郷役場は完全に排除 

され，実質的にすべての評価業務は地区保険員に一元化されたのであ (る。
(103)

郷役場の保険契約業務からの排除については，1 9 1 3年にクリン郡ゼムストヴォ定例会議， 1914
(104)

年 に 3 つの郷スホード， 1 9 1 5年にクリン郡ゼムストヴォ会議から撤回を求める訴えが県ゼムスト 

ヴォ参事会に寄せられた。 いずれも地区保険員制の導入によって郷役場の役割が著しく縮小された 

こと，地区保険員が遠方におり，管轄地域が広すぎるため対応が遅れていることを理由として，郷 

役場に強制基本保険と追加保険の保険価格 5 0 0 ループリ未満の契約締結と保険価額評価の権利を与 

えるよう訴えていた。県ゼムストヴォ参事会はこれらの訴えを却下すると同時に，第 5 表に見られ 

るように，地区保険員制のさらなる拡大を決定した。

ところで，1 9 0 1年からの保険員組織の拡大と同時に，保険管理部と保険員の給与などの保険管理 

組織の維持費は著しい増加を示した。すなわち，地区保険員制が導入された 1 9 0 9年の保険金以外

の支出は 2 5 万 9 8 7 ループリ，1 9 1 0年 に 2 4 万 4 ,9 4 3ループリ，1 9 1 1年 に 2 7 万 2 ,8 8 7ループリ，地
(108）

区保険員が本格的に拡充された 1 9 1 2年 に は 3 1 万 7 ,3 5 8ループリ， 1 9 1 3年 に 3 7 万 9 7 3 ループリ， 

1 9 1 4年 に 3 8 万 1 2 9 ループリ，1 9 1 5年 に 4 2 万 8 ,3 7 7 ループリであった。 このような多額の保険組 

織維持費はゼムストヴォ火災保険の収支状況に少なからぬ影響を及ぼしていた。

6 収支

各保険の収支状況は，保険料収入 - 火 災 補 償 金 （保険金）- 保険組織の維持費- 保険契約に関す

( ）

丄/. M r 1913 ro^a. IIo Bonpocy o nepecMOTpe cera  ynacKOBOH CTpaxoBoit areHTypBi h  no 
TeKymHM flenaM. C . 1-11. 1 9 1 2年 7 月 3 1 日付モスクワ県ゼムストヴォ参事会会議によって承 

認された地区保険員制のネットワークと各地区の詳細な状況については，C e .  ynacTKOBBix aren- 
tob  seMCKoro CTpaxoBaHHH b M ockobckoh ry6epHHH, vTBepMc^eHHaa M ockobckoh ryoepHCKoit 
3eMCKoit ynpaBoit b sace^aHMH 31 hiojih 1912 ro^a. M . ,1912. C . 1-87.

( ）

areHTypBi h no TeKyin,HM ^ejiaM. U . 12-15.

( ）

( ）

( ）

(107) ヨーロッパ.ロシアのゼムストヴォ3 9県における基本給，出張費，社宅，成果給と勤続給などの保険 

員に対する待遇の具体的条件については，1907年現在はCTpaxoBoe fle如 . 1908.難 6. C. 203-206, 
1912 年現在は CTpaxoBoe flejio. 1913.難 14. C. 418-423.

( ）

M . , 1913. C . 10.

( ）

M . , 1917. C . 13.
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る郷役場や保険員への奨励金 - 保険料徵収に関する郷役場と収税人への奨励金， という式から計算 

されるが， 1 8 6 7年か ら 1 9 1 6年までの動向は，第 6 表の通りである。

まず，強制基本保険について見ると，1 8 6 7年から 1 8 8 9年までの 2 3 年の間に黒字の年は 1 6 年と多 

かったが，赤字の年も 7 年と少なくなく，黒 字 が 1 0 万ループリを超えた年は 1 8 8 8年だけで，5 万 

ループリを超えた年も 3 年だけであった。 ところが，保険金額算定基準の引き下げが行われた 1893 
年 か ら 1 9 0 4年 までの 1 2 年は，1 8 9 7年を除いたすべての年が黒字で，1 0 万ループリを超えた年が 

2 年，5 万ループリ以上の年は 9 年と，以前の時期とは対照的であった。第 2 表に見られるように， 

1 9 0 3年には，1 9 0 2年の改定基準額と追加保険の全県一律基準が適用され，出火件数が増大し始めた 

ものの，保険料収入が 2 倍近く増加したため，火災補償額の増加分を相殺することができた。1906 
年から 1 9 1 1年までは，出火件数の急増に伴い大幅な赤字を記録したものの，1 9 1 2年か ら 1 9 1 7年ま 

では，特 に 1 9 1 4年後半からの第一次世界大戦期には，出火件数の急減により大幅な黒字を示した。 

次に，追加保険の収支状況について見れば，第 2 表に示したように保険料収入が著しく増えたにも 

かかわらず，火災件数が急増したために， 1 9 0 5年 か ら 1 9 1 1年まで赤字が続いていた。 また上述し 

たように， この赤字のもう一つの原因は保険事務諸経費の増大であった。

さらに，建物任意保険は 1 8 7 8年から 1 9 0 3年までの 2 5 年間一貫して黒字であったが，1 9 0 4年から 

1 9 1 1年までは強制基本保険や追加保険と同様に，保険料収入を超える火災補償金と保険員への支払 

いのため，大幅な赤字となった。 このように，赤字になった主な理由は火災発生件数の増加によっ 

て火災補償額が上昇したのに対して，保険加入者数の停滞により保険料収入が横ばいであったこと 

であるが， もう一つの重要な理由は，追加保険の場合と同様に，下級•地区保険員への支払いの増 

加に伴う保険関連諸経費支出が 2 0 万ループリをはるかに超えたためであった。その後の 1 9 1 2年と 

1 9 1 3年には黒字に転じるが，これは，火災発生件数の減少に伴い火災補償額が著しく減少したこと 

の結果であった。火災発生件数が減少した主な理由は，追加保険における保険料算定基準に郷別基 

準が導入されたこと，火災保険の評価事業から郷役場を完全に排除し地区保険員のみによる評価事 

業を実施したことであった。 さらに，第一次世界大戦により建築資材価格と労働者の賃金が急騰し 

たために出火件数が劇的に減少することになった 1 9 1 4年 か ら 1 9 1 7年についても，建物任意保険は 

大きな黒字を記録した。

7 準備金  ^3anacHMH KanHTai)

準備金の積立は，ゼムストヴォ火災保険規定によって義務付けられており，その主な用途は緊急 

的対策と防災事業などであった。各保険の準備金の動向は，第 6 表に示した通りである。まず，強 

制基本保険の積立準備金は，保険料と準備金の銀行利子から，火災補償金と保険組織の維持費を差 

し引いた額に，前年度の準備金と保険料の滞納金を加えた額となる。注目に値するのは，① 1 8 6 7年
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第 6 表モスクワ県ゼムス卜ヴォ火災保険の収支と準備金の動向

年

収 支 1 準 備 金 （年末ストック：：

強制基本 追加 建物任意 動産任意
強制基本保険2

資産 滞納金 計

1867-68 +25,546 +25,546 39,000 11,000 50,000
1869-76 +  12,758 -2 ,031 155,000 52,000 207,000
1877-83 -7 ,611 +32,147 313,000 285,000 598,000
1884-94 +27,050 —2,236 +58,368 373,000 691,000 1,064,000

1895 +98,580 +21,347 +94,638 466,000 699,000 1,165,000
1896 +98,863 +  13,043 +  129,379 +  1,378 558,921 704,555 1,263,476
1897 +22,030 -11,038 +59,437 -5 ,056 564,359 699,783 1,244,798
1898 +94,720 +  160,052 +  136,709 +3,095 666,366 702,485 1,344,825
1899 +63,052 +37,939 +  119,897 +2,690 770,852 698,660 1,469,512
1900 +85,642 +46,265 +209,680 +2,263 874,066 683,910 1,557,976
1901 +38,594 +  19,316 +  164,445 +2,362 954,457 678,573 1,633,030
1902 +75,086 +34,464 +  111,836 -6 21 1,057,763 685,295 1,743,058
1903 +6,951 -24,631 +53,636 -6 ,874 1,137,144 676,283 1,813,427
1904 +  105,348 +51,986 -34,566 -2 ,642 1,249,353 551,772 1,801,125
1905 +  19,451 -51,178 -190,633 -7 ,586 1,339,451 566,471 1,905,922
1906 -32,877 -107,522 — 156,258 —20,208 1,329,548 591,452 1,921,000
1907 -5,995 —43,063 — 136,894 -25,989 1,357,787 610,113 1,967,900
1908 -7,109 —86,692 -97,333 -27,501 1,385,522 631,473 2,016,995
1909 -56,046 -166,723 -87,809 -29,946 1,376,810 639,316 2,016,126
1910 -123,738 -151,230 -1 ,869 -8 ,664 1,318,851 625,499 1,944,350
1911 -60,145 -42,422 -27,670 -27,693 1,318,284 616,594 1,934,878
1912 +20,644 +64,460 +93,518 +7,901 1,396,830 608,474 2,005,304
1913 +  13,895 +93,583 +95,080 — 12,069 1,478,179 597,923 2,076,102
1914 +81,929 +251,811 +30,774 -17,885 1,630,709 580,102 2,210,810
1915 +  161,869 +364,869 +98,939 +33,572 1,888,897 557,171 2,446,068
1916 Na. Na. +237,702 +  141,142 Na. Na. Na.

出典：1. モスクワ県ゼムストウォ火災保險事業の収支の1867-1 8 8 9年における推移は，Py耶eB C. Ofbop ABâ uaTrniM- 
aTHJi.eTH.ett t c Ji.t>h o c th  M ockobckofo 36MCTBa. I 860 -1890. B3aHMHoe 36MCKoe CTpaxoBaHHe CTpoeHHH o t
orHH. M .,1892. C. 26, 同じく 1884-1915 年は，OneT Mr3Y no B3aHMHOMy CTpaxoBaHHio OT OrHH CTpoeHHHH 
h ,ii,bh>khmocth 3a 1884—1915 ro,n,ibi. M .,1884—1917. 各年から作成。

2 .強制基本保險と追加保險の準備金の1867-1895年の推移は，C6op冊k cxaTHCTHHecKHx cBeAeHHH no ryGepncKOMy 
h 3eMCKOMy B3aHMHOMy CTpaxoBaHHio 1866—1895 r. MacTt.1 . Ta6jiHii,ibi, Cn6., 1900，1896—1915 年は，OTHeT 
M F 3Y  no B3aHMHOMy CTpaxoBaHHio o t  oran CTpoeHHHH h abiok hm octh 3a  1896-1915  ro^M. M . ,1897-1917 . 
各年から作成。

3 . 建物任意保険の準備金の1 8 6 9 -1 8 7 8年の推移は，̂ oiuia^ MrSY no B3aHMHOM 36MCKOM CTpaXOBaHHH CTpoeHHH 
ot orHst 1871—1878 各年，1879—1915 年は OTHeT MT3Y no B3aHMHOMy CTpaxoBaHHio OT OrHH CTpoeHHHH H 
Abh>khmocth 3a 1879-1915 roABi. M .,1 8 8 0 -1 9 1 7 .各年から作成。
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準 備 金 （年末ストック） ゼムスト 

ヴォへの 

貸 出 4

ゼムストヴオ税

防災事業7
追加保険 2 建物任意 

保 険 3
動産任意 

保険
計

全体 

総 額 5 農 民 5
基本保険 Na. Na. Na. Na. Na. Na.

Na. Na. Na. Na. Na. 1,785
一時廃止 195,207 793,207 Na. Na. Na. 11,217

基本保険 

に合算

862,082 1,926,082 Na. Na. 256,678 13,066
969,627 2,134,627 0 936,685 268,105 17,039

1,118,846
建物任 

意保険 

に合算

2,382,322 0 956,192 276,423
年平均 

41,752
1,184,819 2,429,617 0 993,305 292,799
1,331,968 2,676,793 0 1,086,135 315,988
1,296,621 2,766,133 0 1,074,985 305,549

70,304 1,653,906 4,369 3,286,554 155,000 Na. 304,000
93,814 1,793,139 6,728 3,526,711 344,923 1,409,400 328,000 127,694

131,153 1,865,702 6,063 3,745,976 520,000 1,476,800 330,100 145,276
112,620 1,991,718 -9 0 5 3,916,860 689,000 1,612,500 350,900 217,971
160,362 1,950,011 -3 ,506 3,907,992 1,300,000 1,680,300 361,000 240,213
113,603 1,799,692 -11,299 3,807,918 1,449,987 1,744,900 379,200 221,512

-13,977 1,668,979 —32,029 3,731,497 1,379,174 1,901,400 401,300 111,151
-52,596 1,612,402 —57,864 3,469,843 1,775,256 2,252,500 587,000 86,955

— 138,163 1,553,368 -71,780 3,360,420 1,667,995 2,455,800 580,900 49,844
-311,515 1,629,667 -79,114 3,255,164 1,580,199 2,553,300 593,100 68,859
-474,635 1,716,597 -82,999 3,103,314 1,601,496 2,762,700 625,700 61,339
-527,298 1,747,295 -112,787 3,042,088 1,463,559 2,946,100 643,300 62,078
-478,346 1,904,949 -102,606 3,329,301 1,517,299 3,118,400 697,500 68,145
—387,052 2,037,031 — 118,998 3,607,083 1,265,924 Na. 706,8446 75,604
-139,771 2,092,648 -148,469 4,015,218 1,081,720 Na. 800,3146 87,170

232,407 2,337,127 —90,278 4,925,324 1,531,602 Na. Na. 75,665
Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na.

4 .ゼムストヴォへの貸出金の1891-1915 年間の推移は，Othct MTSY no B3 an mho My CTpaxoBaHHio ot ornH CTpoeHHHH
各年から作成。

5 .モスクワ県のゼムストヴォ税総額と農民からのゼムストヴォ税の1891-1912年の推移は，Cboa CBeAeHHH o nocTynjie冊h
各年か

ら作成。

6 .1 9 1 3 - 1 9 1 4 年の農民ゼムストウォ税は，CTaTHCTHHecKHH OKeroAHHK M ockobckoh ry6epHHH 3a 1914 h 1915  
roAM. Hacxt. 2. M . ,1 9 1 5 -1 9 1 6 .各年から作成。

7 . 防災爭業の1 8 6 7 -1 9 1 1年までの推移は AoKaaA 雜166 1912 ro^a. O npoTHBono^KapHbix Mepax, 1912
年は rcvn'a. OTHCTnocTt., TeKymne 具ejia h xo^aTattctba no npoTHBonô KapHiiiM
MeponpHstTHstM, C . 1，1913—1914 年は XloKJiaA JV?16 M T3Y 1915 ro,n,a. IIo npoTHBono>KapHibiM MeponpHstTHstM. 
/],eHe>KHas[ oTHeTHocTt. 3a 1914 ro,n,. C . 1—2, 1915 年は /],oKJia,,n, JV?16 M T3Y  1916 ro,n,a. IIo npoTHBono>KapHibiM 
MeponpHHTHHM. JHeH6>KHaH OTHCTHOCTt. 3a 1915 rcvn,, U . 1 -2 .
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か ら 1 9 1 5年までの間にほぼ持続的に増加したこと，② 1 8 9 3年保険金額の引き下げによる持続的黒

字のために準備金が著しく増加したこと，③ 1 9 0 6年 か ら 1 9 1 1年までは，保険事業は赤字であった

にもかかわらず，赤字の相当な部分が準備金の利子によってまかなわれたため，準備金は 7 年間で

わずか 1 万 1 ,2 6 4ループリしか減少しなかったことなどである。 1 8 6 7年から 1 9 1 5年までのほぼ半世

紀で準備金は 2 4 4万 6 ,0 6 8ル ー プ リ （うちおよそ4 分の 1 は保険料の滞納金） に達していた。

ゼムストヴォ火災保険で準備金の規模が最も大きいのは建物任意保険である。建物任意保険は発足

当時からほぼ毎年黒字を記録し，1 9 0 0年代前半まで準備金は急速な増加を示した。準備金のストッ

クは 1 9 0 4年 1 月 1 日には 1 9 9万 1 ,7 1 8ループリとなっていた。1 9 0 3年 か ら 1 9 1 2年までの出火件数

の急増による多額の事業赤字のため，準備金は一時減少したものの，1 9 1 5年には 2 0 9万 2 ,6 4 8ループ

リへと再び増加した。 ここでも準備金の利子によって事業赤字のかなりの部分がまかなわれていた。

強制基本保険や建物任意保険とは異なり，追加保険の準備金は，1 9 0 6年以降持続的赤字を記録し

ていた。追加保険の場合を見ると，1 9 0 6年から準備金がなくなり，1 9 1 5年まで基本保険や建物任意

保険の準備金，国家銀行，県ゼムストヴォ運用資金などからの借入によって損失をまかなっていた

が，1 9 1 6年にようやく 2 3 万 2 ,4 0 7ループリの黒字となった。動産任意保険は追加保険と同様に，毎
(110)

年持続的赤字を記録していたため，準備金は全く存在しておらず，年々赤字額が増大していた。

すべての保険の準備金を合計すると，その全額は 1 9 0 4年 と 1 9 0 5年におよそ 3 9 0万ループリに達

していた。その後出火件数の急増に伴い漸次的に減少し，1 9 1 2年 に 3 0 4万 2 ,0 8 8ループリとなった

ものの，依然として 3 0 0万ループリ以上を維持し，1 9 1 3年以降は出火件数が減少したため回復を示

し，1 9 1 6年には 4 9 2万 5 ,3 2 4ループリに達した。 このような多額の準備金はモスクワ県だけでなく，
(111)

ヨーロッパ • ロシアのすべての県ゼムストヴォにおいても共通に見られたものであった。

一方，モスクワ県ゼムストヴォ火災保険の準備金の名目的内訳を見ると，強制基本保険は主に有

価証券と滞納金からなっているのに対して，建物任意保険は有価証券と貸出金からなっていた。 こ

こで注目に値することは，貸出金の大半は県•郡ゼムストヴォを対象としていたことと，第 6 表に

見られるように，1 9 0 0年 に 1 5 万 5 ,0 0 0ループリであったが，1 9 0 5年 に は 1 4 5万ループリへとほぼ

1 0倍の増加を記録し，2 0 世紀初頭における保険事業は継続的に赤字であったにもかかわらず，1905
年 か ら 1 9 1 5年 ま で 1 5 0万ループリ前後を推移し，準備金総額から強制基本保険の滞納金を除いた

準備金のおよそ 6 ~ 7 割を占めつづけていた。 このことは，他の県ゼムストヴォについても共通して 
(112)

指摘されていた。 県•郡ゼムストヴォへの貸出の総額は，1 9 1 0年には，モスクワ県農民から徴収さ

( 1 1 0 )動産任意保険と家畜保険もゼムストヴォが建物火災保険と同様に力を入れていた保険事業であるが， 

これらの保険事業の実態については，稿を改めて検討する。

)
9-10 . C . 142-145.
)
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れていたゼムストヴォ税収額の 3 倍近くとなり，農民以外の身分の者からも徴収される全ゼムスト 

ヴォ税収額のおよそ 6 割に達していた。 このことは，ゼムストヴォ火災保険の準備金からの貸出が 

2 0 世紀初頭のモスクワ県ゼムストヴォの活動に占める資金源としてどれだけ大きな意味を有してい 

たかを物語るものである。 ところで，準備金からゼムストヴォ一般事業への貸付は基本的に 1 年未 

満の短期貸付が大半を占めていた。

それに対して，火災抑制手段である防災事業への支出が準備金の支出の中で占める割合は，第 6
(114）

表に見られるように，全体的にほんのわずかに過ぎなかった。実際に，大半の県ゼムストヴォに共 

通に見られた防災事業への支出への消極的対応の主な理由の一つとして，防災事業が保険準備金の 

拡大を妨げるとの危惧が存在していた。 さらに，ゼムストヴォ関係者は準備金をゼムストヴォの他 

の事業のための資金源と見なしていた。たとえば，ぺテルブルグ県ゼムストヴォ議員ホルデインは， 

議員らが保険問題と保険事業の拡大に一層関心を寄せるべき理由として，保険準備金が増加しなけ 

れば，ゼムストヴォは病院の建設やコレラとの闘いなどの様々な用途のための資金を手に入れるこ 

とができないことを挙げていた。 さらに，同県の参事会員アラドフは，ここ 2 0 年間準備金が 2 倍以 

上増えた状況を指摘しながら，「正確に言えば，実際にゼムストヴォ保険事業のすべての課題は準備 

金の蓄積だけにあり，住民のために保険をできるだけ安くするとか，住民が保険に加入しやすくす
(115）

ることにあるわけではない」 とさえ述べている。

ところで，県ゼムストヴォ火災保険事業を統括する県ゼムストヴォ参事会のメンバーと県ゼムス

トヴォ会議の代議士（3eMCKHe n ia c H b ie )の大半は農民ではなく地主であったが，彼らが所有する建

物やゼムストヴォ関連建物のほとんどは民間の火災保険会社の保険に加入していた。そのため多く

の場合，彼らにとって最も重要なのは，ゼムストヴォ一般事業の主な資金源としての準備金のストッ

クであり，通常火災保険問題はゼムストヴォ会議の終盤に一まとめにして検討され，わずか 1 0 分間
(116）

に数百万ループリの支出が決められていた。

8 第 一 次 世 界 大 戦 と 1 9 1 7 年ロシア革命期

第一次世界大戦と 1 9 1 7年ロシア革命期で最も注目に値することは，火災発生件数が急速に減少し 

たことである。 この主な理由は建築資材の価格と建築労働者の賃金が急騰し，建物を新築するため

(113) CTpaxoBoe flejio. 1914. 難 4. C . 122-126; 3eMCKHH CTpaxoBOH BecTHHK. 1918. 難 9 -10. C. 
144.

( 1 1 4 ) 1 9 世紀後半から2 0 世紀初頭のロシア農村社会におけるゼムストヴォの防災事業の実態について 

は，崔在東「2 0 世紀初頭ロシア農村社会におけるゼムストヴォ防災事業：村計画 • 農民消防隊•耐火 

建 材 • 消火設備 • 保育園 • 植木」『2 0 世紀ロシアの農村世界（近刊)』所収を参照されたい。

(115) 3eMCKidt CTpaxoBOH BecTHHK. 1917. JVe 11-12. C. 58-^9.
(116) 3eMCKHH CTpaxoBOH BecTHHK. 1917. 11—12. C. 58—59.
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の費用が被災時に受領し得る保険金をはるかに上回ったためであった。火災発生件数の激減に伴い，

第 2 表に見られるように，火災補償額も減少した。

それに対して，1 人当たりの平均保険料は以前の時期に比べてほとんど変化がなかったため，モス

クワ県ゼムストヴォの火災保険事業の収支は，1 9 0 5年から 1 9 1 1年までの大幅な赤字から脱し，1914
年には 3 4 万 6 ,6 2 9ループリ，1 9 1 5年には 6 5 万 9 ,2 4 9ループリ，1 9 1 7年には 4 4 万 9 ,5 1 0ループリの

黒字へと転換した。 このような大幅な黒字によってゼムストヴォ火災保険事業の準備金はさらに増

加した。その額を確認すると，1 9 1 1年 に 3 0 4万 2 ,0 8 8ループリ，1 9 1 5年 に 4 9 2万 5 ,3 2 4ループリと，

1 9 1 1年 の 1 .6 倍の規模となった。 このようなゼムストヴォ火災保険事業の多額の黒字と準備金の増
(118)

加は， ヨーロッパ • ロシアのすべての県で共通するものであった。

ゼムストヴォ保険連合（3eMCKrt CTpaxoBOH C 0 I03 )によって 1 9 1 7年末に行われたアンケート調査 

によれば，帝政ロシア政府が崩壊した 2 月革命以降において最も注目に値する変化は，保険対象建 

物 の 評 価 • 再評価の際の農民からの主張や要求が著しく強まり，保険員は農民の主張する保険価額 

を追認することが多くなったことである。建築資材と建設労働者賃金の高騰にもかかわらず，1917 
年 2 月革命まで保険価額が引き上げられることはほとんどなかったが，帝政ロシア政府の崩壊以降

(119)
に状況は一変し，すべての県において保険価額と保険金額は大幅に引き上げられることになった。

一方，ゼムストヴォ税の滞納は続いていたものの，火災保険の保険料は順調に納入され続け，また
(120)

保険員への対応も従来と変わっていなかったことが，ほとんどの県ゼムストヴォから報告された。

1 9 1 7年における保険料の納入状況はすべての保険形態において以前の時期の水準をはるかに上 

回っていた。たとえば， トヴェーリ県における 1 ~ 8 月までの強制保険の保険料収入は，1 9 1 5年に 

1 8 4万 7 ,1 6 8ループリ，1 9 1 6年 に 2 0 3万 4 ,2 4 0ループリであったが，1 9 1 7年には 2 5 9万 8 ,3 0 9ループ 

リとなった。また，建物任意保険でも，それぞれ 1 8 万 8 ,2 3 2ループリ，1 9 万 6 ,9 5 6ループリであっ

たが，2 3 万 6 ,2 1 1 ループリとなり，動産任意保険でも 1 0 万 6 ,6 2 8ループリ，1 5 万 6 3 8 ルーブリで
(121）

あったが，2 5 万 1 ,0 8 6ループリと増加した。 このように， トヴェーリ県のゼムストヴォ火災保険事

(1 1 7 )崔在東「2 0 世紀初頭ロシア農村社会における火事• 放火と火災保険：モスクワ県を中心として」『歴 

史と経済』，第 2 1 0号，2 7-2 8 頁。

(118) たとえば，ペンザ県（3eMCKHft CTpaxoBoft BecT 丽  K . 1918. 難 5-6. C . 100-102)，サラトフ県 

(3eMCKHH CTpaxoBOH BecTHHK. 1918. JNe 4. C. 23-31)，ウファ県（3eMCKHH CTpaxoBOH BeCTHMK. 
1917. J# 7-8. C . 113 -1 17 )，エカテリノスラフ県（3eMCKHil CTpaxoBoil BecTHHK. 1917. J# 19-21. 
C. 8 8 -9 5 )，トヴェーリ県（3eMCKrt CTpaxoBoft BecTHHK. 1917. J# 7-8. C . 144-145)，カザン県 

(3eMCKHft CTpaxoBoft BecT 丽  k . 1918. J# 5-6. C . 103-104)，スモレンスク県（3eMCKHil CTpaxoBoft 
BecTHHK. 1917. 難 24. C. 5 3 -5 4 )，チェルニゴフ県とサラトフ県（3eMCKHft CTpaxoBoft BecTHHK.
1917. 難 7-8. C . 147-151;3eMCKHH CTpaxoBOH BecTHHK. 1 9 1 7 .難 1 9 - 2 1 .C. 9 6 -9 7) で見ること 

ができる。

( ）

( ）

( ）

(1 1 7 )
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業 は 1 917年にも大幅な黒字であったが，カザン県においても同様の状況が見られた。 コストロマ 

県からも強制基本保険料の納入が 1916年より順調であり，追加保険が増加したことと悪質な火事が 

全くなくなったことが報告された。

1918年 5 月 1 8 日付の元県ゼムストヴォ保険部長宛のアンケート調査によれば，ゼムストヴォの 

廃止に先立つ行政機関のソヴィエトへの移管は，アンケート調査対象の 2 0県においては，1917年 

1 0月 か ら 1918年 2 月にかけて行われたが，それによるゼムストヴォ火災保険組織の本質的な変化 

は生じなかった。保険の受付，消火などの保険業務の規則はすべての県において従来のものが維持
(124)

された。

次に，一般ゼムストヴォ税の滞納は 1 91 7年後半から増加したが，保険料の納入状況は多くの場 

合，ゼムストヴォ税の納税状況と比較すれば良好であった。ヴラジミル県，ヴォログダ県，カルー 

ガ県，モスクワ県，ノヴゴロド県，オロネツ県，リャザン県，ヤロスラヴリ県の 8 県において保険料 

の納入は順調か良好であった。 これに対して他の 1 3県における納入状況はそれほど良好ではない場 

合もあった。納入状況が劣っていた理由としては，保険料の徴収事業を行う組織が現地に存在しな 

いこと，収税人が保険料を納めるべき機関が不明瞭であったこと，住民が保険料を新権力の手に渡 

すことを好まなかったこと，保険料を徴収した者が何らかの理由でその保険料を農民に払い戻して 

しまったことが挙げられた。 さらに，保険事業の規模は，多くの県において，保険価額と保険金額 

のさらなる大幅な引き上げを背景に拡大していた。 これに対して，オリョール県，リャザン県，タ 

ムボフ県，トヴエーリ県，ウファ県などにおいては，農民外身分が加入する建物任意保険について， 

保険件数と保険料納入額の減少が見られた。その主な理由は，革命の状況の下で屋敷の建物が破壊 

されたこと，保険管理組織が火災発生の急増を恐れて保険契約の締結や更新を控えていたこと，建 

物所有者が火災発生の際の保険金受領について確信をもつことができず契約更新を行わなかったこ 

とであった。 しかし，農民外身分をも対象とする建物任意保険と異なり，これらの県においても農 

民のみを対象とした追加保険は著しい拡大を示してい (た2。6
一方，保険事業は拡大しつつあったものの，保険事業の資金繰りは逼迫していた。 というのも，保 

険事業には莫大な準備金が存在していたものの，その大部分はゼムストヴォに貸し付けられており， 

現金が不足していたからである。他方，ゼムストヴォ自体の財政状況も，一般ゼムストヴォ税の滞 

納の増加に伴い，深刻な危機的状況に陥っており，ゼムストヴォ火災保険の準備金からの借入を頼 

らざるを得ない状況にあった。 しかしながら，このような火災保険事業から一般財政への資金移転

(122) 3 e M C K H l l  C T p a x o B O H  B e c T H H K .  1918.雜 5-6. C . 104-106.

(123) CipaxoBoe fleno. 1917. 雜 9-10. C . 169-170.

(124) 3 e M C K H l l  C T p a x o B O H  B e c T H H K .  1918.雜 9-10. C . 138-141.

(125) 3eMCKHll C T p a x o B O H  B e c T H H K . 1918. 雜 9-10. C . 120-126.

(126) 3eMCKHll C T p a x o B O H  B e c T H H K . 1918. 雜 9-10. C . 135-136.
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が存在したために，この時期においても，大 半 の 県 （1 3 県）ではゼムストヴォ活動の縮小も個別組 

織の廃止も見られなかった。 これらのうち 4 県 （ヴラジミル県，コストロマ県，シムビルスク県，スモ 

レンスク県）ではむしろ教育 • 医療などの主要活動領域は拡大を見せていた。ゼムストヴォ活動の縮
(127）

小と組織の廃止が報告されたのは，モスクワ県， リャザン県などの 6 県についてのみであった。

むすびに

モスクワ県ゼムストヴォの火災保険事業は，一方で農民経営の保護を目的とする公益事業として 

の側面と，他方で保険事業そのものの継続のための財政健全化と，ゼムストヴォ諸事業の資金の確 

保を行わねばならないという側面の二重性を有していた。保険金額算定基準の数度にわたる改定な 

ど，モスクワ県におけるゼムストヴォ火災保険に見られた，1 8 6 7年の導入以降 1 9 1 7年まで半世紀間 

の一連の保険政策の変更は，このような二重性の下で行われたものであった。 しかし，2 0 世紀初頭 

のモスクワ県ゼムストヴォは他の多くの県ゼムストヴォと同様に後者，すなわち収益性の追求とゼ 

ムストヴォ資金確保のための保険事業という側面に重点を置いていた。1 9 0 3年連帯責任制の廃止前 

に形成された滞納金の最後までの取立て，保険対象物の徹底した再評価と保険金額の引き下げ，出 

火率の高い保険契約の解除，契約期間中の再評価に基づく一方的契約内容変更，保険金支払い時に 

おける元の契約の無視と再評価による新たな保険金額への変更と強制的適用，防災事業に対する消 

極的対応と多額の準備金のゼムストヴォ一般会計への貸付などが行われていた。総じて，モスクワ 

県ゼムストヴォ火災保険事業は 1 9 世紀後半からの持続的出火件数の増加ととりわけ 2 0 世紀初頭に 

おける出火件数の爆発的な急増，保険対象物の過大評価，それに伴う火災補償金の急増，保険管理 

組織の拡大に伴う維持費の急増などの様々な厳しい状況の下にもかかわらず，結果的には膨大な金 

額の準備金を積み立てることが可能であったことから見られるように，財政健全化とゼムストヴォ 

資金の確保という収益性の追求の面においてはかなりの成功を収めていた。

一方，農民は農奴解放以前から始まる相互扶助原則に基づく火災保険制度に対して積極的に参加 

し，農奴解放後のゼムストヴォ火災保険制度に対しても積極的対応を示していた。火災保険制度の 

発足時から一貫していたのは，農民からなる郷役場と保険員とによる保険対象物の過大評価という 

特殊な状況が，広範囲にわたって見られたということである。その状況の下で大半の農民は火災保 

険に火事発生の際に火災補償として多額の保険金を期待できたため，保険料負担が少ない強制基本 

保険だけでなく保険料の負担が非常に高くなるが，期待される保険金が多くなる追加保険または建 

物任意保険にも積極的に加入していた。それには 1 9 0 5年農民反乱後にストルイピン農業改革と同時 

に，それまで農民経営に最も大きな粗税負担となっていた償却金の 1 9 0 6年半額への減額と 1 9 0 7年

(127) 3eMCKHll CTpaxoBOH BecTHHK. 1918.雜 9—10. C . 122—125.
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以降全面的廃止によって農民経営の粗税負担が 2 分 の 1 ないし 3 分 の 1 も減少し，相対的な経済的 

余裕ができたことも大きく作用していた。実際に広範囲に見られていた保険対象物の過大評価の下 

で追加保険と建物任意保険加入農民はしばしば時価額をはるかに上回る多額の保険金を受け取るこ 

とができた。そのため，ゼムストヴォ火災保険は農民に決して重荷とはならず，むしろ肓定的に受 

け止められていた。その意味で，ゼムストヴォ火災保険はゼムストヴォにとっても保険加入農民に 

とっても好都合な事業であり続けていた。

ゼムストヴォ火災保険事業は第一次世界大戦の勃発によって新たな局面を迎えた。すなわち，戦 

時中の建築財と建築労働者賃金が急騰していく中で逆に保険価格は凍結され，再評価によって引き 

下げられて，もはや多額の保険金を期待できなくなったため，出火件数は激減し，保険事業は再び 

大規模な黒字に転換した。 1917年 2 月以降のロシア革命期においても同様に火災発生の激減と大規 

摸な黒字を示し，準備金も著しく増加した。ゼムストヴォ火災保険事業により形成された莫大な準 

備金は，ゼムストヴォだけでなく  ロシア政府内部にも火災保険事業の一元化の議論を巻き起こした。 

すでに第一次世界大戦以前にゼムストヴォによって，農民社会における出火件数の抑制と準備金の 

さらなる増加を目的として，民間の火災保険会社に対する規制とゼムストヴォへの保険事業の一元 

化を行うための法案が国家ドゥーマに提出されていたが，戦時中には農村部だけでなく都市部と民 

間の火災保険会社も含めたすべての火災保険事業を国家へ一元化すべきであるとの議論が政府主導 

で展開され (た2。9 この議論は，ゼムストヴォへ保険事業を一元化すべきであるという意見(や，）民間の
(131)

火災保険会社の現状を維持すべきであるという反対にぶつかり，帝政ロシア政府の崩壊まで決着す 

ることがなかったものの，一元化の主張の背景にはいずれの場合でも火災保険事業から期待される 

多額の収益を独占し，国家財政またはゼムストヴォ財政の源泉とする思惑が存在していた。

ところで，ロシア農民のゼムストヴォ火災保険への積極的対応は，第一次世界大戦と 1917年 2 月 

革命による帝政ロシア政府の崩壊後も，さらに 1917年 1 0月革命後の 1918年前半まで継続した。第 

一次世界大戦の勃発後も，滞納が目立っていたゼムストヴォ税とは異なり，保険料の納入は以前通 

りに行われていた。まさにこの農民が納入した保険料と準備金によってゼムストヴォの医療•教育 

などの一般事業は支えられ，1917年 と 1 918年上半期にも多くの県において継続された。

(128) 民間の火災保険会社の活動に関する規制とゼムストヴォによる評価額への一元化をめぐる議論につ 

いては，崔在東「2 0 世紀初頭のロシア農村社会における火事• 放火と火災保険：モスクワ県を中心と 

して」『歴史と経済』，第 2 1 0号，24-2 5頁。

(129)戦前の 1914年はじめの貴族合同会議（cte3 fl o6M fl^rnenHoro flBopaucTBa) において財政的思 

惑から保険事業の一元化の議論は提起されることがあったものの（3eMCKHft CTpaxoBOH BecTHHK.
1918.肿 9- 10. C. 3 )，その後の1 915年後半，内務省の下にプシャラドスキーを議長とする関係官 

庁会議が組織され，保険独占の問題の審議が一任された（CTpaxoBoe fleno. 1916.雜 1 . C. 3- 4)。
)
)
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1 9 1 7年のロシア社会主義革命以後，1 9 1 8年 3 月 2 3 日に保険事業国有化法令がボルシェビキ政権 

によって公布され，保険事業は国家に一元化され (た。）国家への一元化に反対する見解は，ボルシェ
(133)

ビキ社会主義革命後においても多くの論者によって主張されたものの， 最終的に 1 9 2 1年 1 0 月 6 日
(134)

と 1 9 2 2年 7 月 6 日付の保険事業の国有化法令によって終止符が打たれることになった。 ボルシェ 

ビキ政権下の農村社会には国家保険の形態として全国的に火災保険が組織され，火事と国家火災保 

険および防災事業は，革命前の帝政ロシアのそれをはるかに上回る規模に展開されていた。

(経済学部准教授)

)
)

M 18-19. C . 1—24.
)

( 1 3 5 )ボルシェビキ政権下のソ連農村社会における火災保険と火事は非常に興味深い問題であるが，1920 
〜3 0 年代ソ連農村社会についての膨大な研究史の中でもこれまでほとんど注目されてこなかった。稿 

を改めて検討する。
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